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第１章  はじめに 
 

１．調査の概要 

 

 本報告書は、2014 年 10 月に独立行政法人日本貿易振興機構バンコク事務所（以下「機

構」という。）が行ったインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ及び

ベトナム（以下「アセアン主要国」という。）における日本の地名等の商標登録実態調査（以

下「前回調査」という。）について、調査対象を拡大するとともにアップデートした調査（以

下「本調査」という。）の結果を報告するものである。 

 日本企業の海外進出が増加しているなか、中国等海外において日本の地名や地域ブラン

ド等が第三者によって商標登録されており、これによって地方自治体等の公的機関や日本

企業等による現地でのビジネス展開に支障が生じるリスクが増加している。アセアン主要

国でも同様に第三者によって商標登録されている日本の地名や地域ブランド等が存在する

ことが明らかになっており、同種の問題が発生していると考えられる。 

そこで、今後、日本の公的機関や日本企業等との結び付きがより一層高まることが見込

まれるアセアン主要国について、商標登録等のアップデートされた情報をもとに適切な対

抗策を検討することを目的として、本調査を実施することとした。 

 本調査は、以下の調査事項からなり、第２章以降では各国ごとにその調査結果を述べる。 

 

 

～調査事項～ 

 

 Ⅰ アセアン主要国における日本企業以外の第三者による日本の地名等（下記①～⑤に 

   示す地名等をいう。以下同じ。）の商標登録の有無 

 ①日本の都道府県名 

 ②政令指定都市名 

 ③日本国特許庁において 2016 年 10 月 31 日時点で登録されている地域団体

 商標名 

 ④機構が指定する地名 

 ⑤農林水産省において 2016 年 10 月 31 日時点で登録されている地理的表示 

 Ⅱ アセアン主要国における日本企業以外の第三者による日本国周知・著名商標名の商 

   標登録の有無の調査 

 Ⅲ 前回調査以降のアセアン主要国における地名等（外国のものを含む。）の商標登録に 

   関する判例、報道及び記事の調査 

 Ⅳ 第三者によって登録された登録商標への対抗策 

 

 

２．調査方法 

 

 （１）調査事項Ⅰ 

 「日本の地名等」の商標登録の有無の調査は、2016 年 11 月～12 月にかけ、原則として

クラリベイト・アナリティクス（旧トムソン・ロイター）が提供している海外商標調査デ

ータベース SAEGIS1を用い、英語で検索を行っている。 

 なお、検索開始時における SAEGIS での収録状況は以下のとおりである。 

 

                                                   
1 http://www.compumark.com/ja/international-search/ 

http://www.compumark.com/ja/international-search/
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インドネシア 

最終更新日: 2016 年 10 月 1 日 

  1976 年から 2016 年 9 月 7 日 

  までに公告された商標 

マレーシア 

最終更新日: 2016 年 10 月 4 日 

  1949 年の出願日以降の公告 

  された商標のデータが収録 

フィリピン 

最終更新日: 2016 年 10 月 4 日 

  1963 年以降に公告された商 

  標のデータが収録 

シンガポール 最終更新日: 2016 年 10 月 19 日 

タイ 

最終更新日: 2016 年 10 月 15 日 

  1932 年の時点で公告された 

  商標以降のデータが収録 

ベトナム 

最終更新日: 2016 年 9 月 1 日 

  1984 年以降に公告された商 

  標のデータが収録 

 

 検索に用いる文字は、原則として①都道府県名、②政令指定都市名及び④機構が指定す

る地名については英語による地図表記とした。③地域団体商標については、原則として日

本国特許庁の「Regional Brands in JAPAN -Regional Collective Trademarks-」2に記載さ

れている英語表記（”Transcription in English”）に基づく英字を検索文字として用い、地

域団体商標のうち英語を含むもの（例：神戸ビーフ等）についてはアルファベット表記に

よる検索文字（例：Kobe Bifu 等）だけでなく、同部分を英語表記による検索文字（例：

Kobe Beef 等）でも検索を行った3。⑤地理的表示については、登録簿における「特定農林

水産物等の名称」に記載されている日本語表記を地域団体商標の英語表記と同様の規則で

英字にしたものを検索文字として用いた。 

 但し、前回調査では、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナ

ムの 5 か国については、各国知財庁の商標データベースを用いて検索を行ったことを踏ま

え、本調査でも下記表の通り、各国知財庁の商標データベース及び ECAPⅢが提供してい

るアセアンの商標調査データベース ASEAN TM View4を用いて補足調査を行った。 

 

インドネシア e-Status HKI5 

マレーシア IP Online Search6 

フィリピン ASEAN TM View 

                                                   
2 http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/regional_brands/chiiki2014.pdf 
3 なお、一部の用語については別の読み方での検索も行っている（例えば、「日本」の「Japan」、

「近江牛（おうみぎゅう）」の「Oumi Ushi（おうみうし）」等）。検索語については各別紙

参照 
4 http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome 
5 http://e-statushki.dgip.go.id/ 
6 http://onlineip.myipo.gov.my/index.cfm/search/tm/index 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/regional_brands/chiiki2014.pdf
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
http://e-statushki.dgip.go.id/
http://onlineip.myipo.gov.my/index.cfm/search/tm/index
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シンガポール IP2SG (Trade Marks) Search7 

タイ ASEAN TM View 

ベトナム IP Lib8 

 

 検索結果については、地名以外の意味を有する商標9を除いた登録商標及び出願係属中商

標をリスト化したものを記載している。 

 

 （２）調査事項Ⅱ 

 第三者による日本国周知・著名商標名の商標登録の有無の調査は、ASEAN TM View を

用い、2017 年 1 月に英語で検索を行っている。検索対象となる商標は、日本国特許庁が提

供している J-Platpat の「日本国周知・著名商標検索10」に収録されている商標のうち、以

下の 3 つの条件を満たし、かつ単一の英単語ではない商標（以下、「日本国著名商標」とい

う。）とし、検索に用いる文字として（ⅲ）のアルファベット表記を用いた。 

  （ⅰ）権利者が日本企業である。 

  （ⅱ）防護標章登録されている。 

  （ⅲ）「商標（検索用）」がアルファベット表記（「図形」又は「§」が付されたものを 

     除く。）の文字商標である。 

 検索結果については、個別の商標のリスト化はせず、商標の法的状況（STATUS）ごと

に件数のみを掲載している。法的状況は、ASEAN TM View ウェブページのヘルプによれ

ば、下記表の 5 種類である。なお、括弧内は仮訳である。 

 

Registered 

The trademark is legally protected 

（この商標は、法的に保護されてい

る。） 

Filed 

The trademark is still an 

application and is undergoing the 

examination procedure. The 

trademark has therefore not been 

registered yet. 

（この商標は、まだ出願中であり、審

査手続きを受けているため、この商標

はまだ登録されていない。） 

Ended 

The trademark has been refused, 

cancelled, withdrawn etc. 

（この商標は、拒絶、放棄、取下げ等

されている。） 

Expired 

The trademark has been refused, 

cancelled, withdrawn etc. 

（この商標は、拒絶、放棄、取下げ等

されている。） 

                                                   
7 https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=TM 
8 http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php 
9 地名とマーク又はその他の用語との組み合わせにより社名、商品名、店名等を意味する商

標 
10 https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/chomei/search_j.cgi?login&1486446661179 

https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=TM
http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/chomei/search_j.cgi?login&1486446661179
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Other 

The trademark does not fit into any 

of the above categories 

（この商標は、上記カテゴリーのいず

れにも適合しない。） 

 

 なお、検索開始時における ASEAN TM View で公開している各国ごとの収録件数は下記

表の通りである。 

 

インドネシア 818,580 件 

マレーシア 746,741 件 

フィリピン 376,932 件 

シンガポール 632,658 件 

タイ 476,819 件 

ベトナム 347,814 件 

 

 

 （３）調査事項Ⅲ 

 商標登録に関する判例、報道及び記事は、ジー・サーチ社が提供している G-Search11を用

い、2016 年 12 月末の時点で調査を行った。 

 検索に用いる式は、「日本の地名等」に対して、「冒認」、「商標」、「地理的表示」、「GI」、

「地域ブランド」、「訴訟」、「判決」などの用語を組み合わせたものを用いた。 

 

 （４）調査事項Ⅳ 

 登録商標への対抗策については、世界知的所有権機関（WIPO）が運営するウェブサイト

の WIPO Lex、日本国特許庁が運営するウェブサイトの外国産業財産権制度情報等を参照

するほか、現地代理人への問い合わせにより行った。 

 

 

３．注意事項 

 

 ・本報告書は、一般的な情報の調査結果を報告する目的で作成されたものであり、専門

家としての法的助言は含まれていない点に留意されたい。 

 ・本報告書に引用した法令の和訳及び英訳は、内容が最新でないものが含まれている可

能性もあり、また訳の正確性が保証されているものではないことに留意されたい。特に、

インドネシアの商標法は 2016 年 11 月に改正され、タイの商標法は 2016 年 7 月に改正さ

れており、調査報告書作成時点においてこれらの英訳も利用できない状態であったため、

十分に留意されたい。 

 ・本報告書提出後の法改正等によって本報告書記載の情報は変わる場合があり、また、

記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するもので

はない点に留意されたい。 

                                                   
11 http://db.g-search.or.jp/ 

http://db.g-search.or.jp/
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第２章  インドネシア 
 

調査事項Ⅰ 日本の地名等の商標登録の有無 

 

  １．商標名別検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた調査の結果、「日本の地名等」と商標名が同一又は類似す

る登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業（イ

ンドネシア企業を含む）であると考えられるものは、都道府県名について以下の 33の名称、

政令指定都市名について以下の 13 の名称、地域団体商標について以下の 2 の名称、機構が

指定する地名について以下の 16 の名称において確認された。一方、地理的表示の名称と同

一又は類似の商標は確認されなかった。 

なお、登録商標が確認されたものは太字で示し、出願係属中商標のみが確認されたもの

については下線を付している。検索結果の詳細については別紙 1 を参照されたい12。 

 

＜都道府県名＞ 

東京、大阪、北海道、青森、宮城、秋田、山形、福島、埼玉、千葉、富山、

石川、福井、長野、愛知、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、

山口、徳島、香川、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄 

＜政令指定都市名＞ 

札幌、仙台、さいたま、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、堺、京都、岡

山、広島、福岡 

＜地域団体商標＞ 

今治タオル、高島ちぢみ 

＜機構が指定する地名＞ 

日本、本州、東北、関東、近畿、四国、九州、関西、梅田、新宿、渋谷、

原宿、秋葉原、銀座、小樽、富良野 

＜地理的表示＞ 

該当なし 

 

  ２．言語別検索結果 

 「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出

願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業であると考えられるものについて、言語別の

件数は以下のとおりである。括弧内の数字はステータスが「Registered」になっている登録

商標の件数を示す。なお、SAEGIS のデータベースでは、外国語商標であってもその英訳

が知的財産庁の公報等に記載されている限り、当該英訳を検索語として入力することによ

って外国語商標も検索することができる。しかし、英訳が公報等に記載されていない（又

は誤っている）場合には本調査方法によっては検索することができないため、本調査にお

いて、必ずしもインドネシアにおける日本語商標の全てが網羅されているわけではない点

に留意されたい。 

 

英語のみ 357(271)件 

日本語のみ 1(1)件 

現地語のみ 0 件 

英語及び日本語 12(6)件 

                                                   
12 別紙１に掲載の商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商

標が偶然に日本の地名等と同一であった可能性は否定できない。 
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英語及び現地語 0 件 

その他 0 件 

 

  ３．前回調査（2014 年度）からの推移及び考察 

 前回調査において権利化されていた「日本の地名等」の登録商標全 212 件のうち、本調

査においては 176 件の登録が維持され、35 件が失効している。また、残りの 1 件は、機械

翻訳によるステータスが「Court」となっており、商標登録の無効訴訟に継続していると推

定される。なお、インドネシアについては前回調査において出願係属中商標は確認されな

かった。また、2014 年以降に出願された「日本の地名等」の商標出願は全 82 件（このう

ち、1 件は日本の公的機関が出願人であると考えられる。）あり、そのうち 4 件が登録され、

78 件は出願係属中となっている。 

 なお、本調査では SAEGIS のデータベースを使用し、前回調査ではインドネシア知的財

産総局（DGIP）のデータベースを使用したことによる収録状況の違いから、別紙 1 では前

回調査以前に出願された商標も追加している。 

 インドネシアでは、「日本の地名等」と同一商標名からなる商標の登録件数がアセアン主

要国の中で最も多くなっており、また 2014 年以降に新たに出願された商標の件数も 82 件

とかなり多くなっている。このようにインドネシアでは、既に登録されている「日本の地

名等」の商標が数多く存在するのみならず、引き続き多くの「日本の地名等」の商標出願

がなされている点に留意されたい。 

 

 

調査事項Ⅱ 第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無 

 

  １．商標名（Trade Mark Name）13同一の検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名

称と商標名が同一である商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考

えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国

著名商標」と同一の商標名である商標の件数14は、133 件中 66 件であった。 

 

異なる区分を含む 

Filed 35件 

Registered 38件 

Expired 0件 

Ended 35件 

Other 0件 

 

 また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商

標」と同一の区分15であり、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商

                                                   
13 ASEAN TM View の検索結果では、文字と図形の組み合わせからなる商標の商標名とし

て、「○○+ DEVICE」や「○○+LOGO」のように表示されるものと単に「○○」と表示

されるものとがあるが、「DEVICE」等の図形等を意味する単語のみが商標名に付されてい

る商標は、○○の部分が日本国著名商標名と同一であれば、同一の商標名で出願された商

標とした。 
14 1件の商標名に対して、ステータスの異なる複数の商標が存在している場合があるため、

各ステータスの合計値とは異なる。 
15 商品又は役務の区分は、J-Platpat の日本国周知・著名商標検索に記載されている国際分

類を用いた。 
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標のステータスごとの件数は以下の通りである。また、ステータスを問わず、「日本国著名

商標」と同一商標名かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 29 件であった16。 

 

同一区分のみ 

Filed 7件 

Registered 10件 

Expired 0件 

Ended 18件 

Other 0件 

 

  ２．商標名同一、かつ図形商標を除いた17検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名

称と商標名が同一である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標の

うち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごと

の件数は以下の通りである。 

ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなる商標の件数は、133

件中 51 件であった。 

 

異なる区分を含む 

Filed 23件 

Registered 30件 

Expired 0件 

Ended 24件 

Other 0件 

 

 また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商

標」と同一の区分である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標の

うち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごと

の件数は以下の通りである。 

ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなり、かつ同一区分であ

る商標の件数は、133 件中 19 件であった。 

 

同一区分のみ 

Filed 4件 

Registered 8件 

Expired 0件 

Ended 10件 

Other 0件 

 

 なお、ASEAN TM View にはインドネシアにおける商標の全てが収録されているわけで

                                                   
16 分類の異同は商品及び役務の類比判断の指標ではないため、「日本国著名商標」の指定商

品及び役務の区分と同一の区分で登録されていても、これをもって「日本国著名商標」と

同一又は類似の商標権が第三者に付与されたと判断することはできない。 
17 ASEAN TM View では、商標タイプ（Trade Mark Type）として「Word」、「Figurative」、

「Combined」、「Stylized Characters」の４種類があるが、「Word」以外の商標タイプであ

っても文字のみから構成される商標が散見されたため、商標タイプが「Combined」などで

あっても文字以外の要素が含まれない場合には、「図形商標を除いた商標」とした。 
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はなく、また法的状況の更新に遅れがあるため、本調査によってインドネシアにおける検

索対象とした「日本国著名商標」の全てを検索できているわけではない点に留意されたい。 

 

  ３．考察 

 インドネシアにおいては、登録されたことを示す「Registered」、及び出願しても登録に

至らなかったと考えられる「Ended」のステータスとなっている商標がそれぞれ多く確認さ

れた。ステータスが「Ended」の商標が多い要因として、「日本国著名商標」については日

本の権利者が既に出願・登録しており、先願先登録商標の存在を理由に拒絶されているも

のが相当数存在すると推定できる。 

 しかし、ステータスが「Registered」の商標も多いことから、「日本国著名商標」と同一

又は類似の商標を第三者が出願した場合にも、登録される可能性が高いと言えるため、日

本企業の企業名や商品名等が第三者によって登録される可能性については十分に留意され

たい18。 

 

 

調査事項Ⅲ 地名等の商標登録に関する判例及び報道 

 

 第１章の２．調査方法で述べた範囲において、地理的表示（Geographical Indication）

の重要性を訴える報道は確認されたが、地名等の商標登録に関する判例及び報道は確認さ

れなかった。 

 

 

調査事項Ⅳ 登録商標への対抗策 

 

  １．第三者による「日本の地名等」及び「日本国著名商標」の商標登録の可否 

 インドネシア商標法（”Law No.20 of 2016 on Marks and Geographical Indication”以下、

本章において「商標法」という。）は、2016 年 11 月に改正されており、商標登録出願の拒

絶に関する条文が一部変更されている19。商標法（インドネシア語版）の機械翻訳によれば、

第三者が保有する著名商標や登録された地理的表示と全部又は主要な部分において類似す

る商標登録出願が拒絶される旨の規定は存在しているが20、第三者により「日本の地名等」

や「日本国著名商標」と同一又は類似している商標が登録されるおそれはあると考えられ

る。 

 

  ２．第三者による商標登録出願又は商標登録への対抗策 

 上述のとおり、インドネシアにおいては、「日本の地名等」や「日本国著名商標」と商標

名が同一の商標が第三者によって商標登録されるおそれがある。このような商標登録出願

又は登録商標に対しては、以下のような対抗策が考えられる。 

（１） 概要 

 

 請求権者 請求先 

異議申立 誰でも可 大臣（知的財産総局） 

                                                   
18 これらの商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商標が偶

然に日本国著名商標と同一であった可能性は否定できない。 
19 商標法第 20 条及び第 21 条 
20 商標法第 21 条第 1 項 
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取消請求 
登録商標の権利者 

又は登録出願人 

商務裁判所 
不使用抹消請求 誰でも可 

損害賠償等 

（商標法） 

登録商標の権利者 

又は著名商標の権利者 

罰則 

（商標法） 
登録商標の権利者 

知的財産総局又は 

警察 

 

  （２）商標登録出願に対する異議申立 

 第三者によって商標登録出願された「日本の地名等」や「日本国著名商標」が、商標法

に基づいて登録を受けることができない場合又は登録を拒絶されるべき場合には、誰でも

出願公告期間中（2か月間21）に、異議申立の理由を記載した書面及び異議申立理由を証明

する証拠を提出することによって、当該登録出願に対して異議を申し立てることができる22。 

 異議申立がなされた場合、14 日以内に、異議申立書類の写しが出願人又はその代理人に

送達され23、出願人又はその代理人は異議申立書の写しを受領した後 2 か月以内に答弁書類

を提出しなければならない24。 

 旧商標法（Law No.15 of 2001 on Marks）では、実体審査後に公告され、当該公告期間

に異議を申立てることが可能であったが、法改正により出願後 15 日以内に出願公告され25、

出願公告期間後に実体審査がなされるように変更されている。また、公告期間も旧商標法

では 3 か月であったものが 2 か月に短縮されている点に留意されたい。 

 

  （３）商標登録に対する取消請求 

 既に第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」が商標登録されている場合

で、当該登録商標が商標法第 20 条又は第 21 条に反して登録されている場合には、登録か

ら 5 年以内に限り、商務裁判所（”Commercial Court”）に対して、登録商標の取消しを請

求することができる26。但し、道徳又は公序良俗に違反していることを理由に取消しを請求

する場合には、登録から 5 年以内という期間の定めは適用されない27。 

 取消請求は誰でも提起できるものではなく、少なくとも取消請求の根拠となる商標につ

いて商標登録出願を行っていなければならない28。そのため、取消請求の根拠となる商標に

ついて登録出願を行っていない場合には、まずは当該商標について登録出願を行った上で、

取消請求を行う必要がある。 

 取消請求に係る審理では、訴訟提起日から 90 日以内に判決が下される29。取消請求が認

められた場合には、当該登録商標は一般登録簿から削除され、当該登録商標に対する法的

保護は認められなくなる30。 

 

                                                   
21 商標法第 14 条第 2 項 
22 商標法第 16 条第 1 項 
23 商標法第 16 条第 3 項 
24 商標法第 17 条第 1 項及び第 2 項 
25 商標法第 14 条第 1 項 
26 商標法第 76 条及び第 77 条第 1 項 
27 商標法第 77 条第 2 項 
28 商標法第 76 条第 2 項 
29 商標法第 85 条第 7 項 
30 商標法第 92 条 
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  （４）商標法に基づく登録商標の不使用抹消請求 

 上述した登録商標に対する取消請求に加え、登録商標が継続して 3 年以上、①使用され

ていない場合又は②登録出願された指定商品又は役務と異なる商品又は役務に使用されて

いる場合には、第三者は、商務裁判所に対して、当該登録商標を抹消するよう請求するこ

とができる31。そのため、第三者によって商標登録された「日本の地名等」や「日本国著名

商標」が 3 年以上使用されていない場合等には、商務裁判所に対して、抹消請求を行うこ

とができる。 

 

  （５）商標法に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等 

 更に、登録商標の権利者及び著名商標の権利者は、自己の登録商標と全部又は主要な部

分において類似した商標を当該登録商標と同種の商品又は役務に不法に使用している者が

いる場合には、この者に対して損害賠償及び使用差止を求める民事訴訟を商務裁判所に申

し立てることができる32。また、登録商標の権利者は、これらの仮処分を求める民事訴訟を

商務裁判所に申し立てることができる33。 

 なお、法改正により、裁判所規則の定めるところによって著名商標の権利者も、損害賠

償及び使用差止等を求めることが可能になっている点に留意されたい34。 

 

  （６）商標法上の罰則 

 また、商標法では、商標法に違反する行為に対して、以下のような罰則を科している35。

そのため、これらに該当する行為を発見した場合には、知的財産総局又は警察に当該違反

行為を告発することも考えられる。但し、いずれの罰則も保護の対象は登録商標であり、

かつ、これらの罪は親告罪となっているため、知的財産総局又は警察が捜査を開始するた

めには、知的財産総局又は警察に対して、登録商標の権利者による告発がなければならな

い36。よって、インドネシアにおいて、「日本の地名等」や「日本国著名商標」について商

標登録を行っている場合には、知的財産総局又は警察に対して告発を行うこともできる。 

 なお、法改正により、商標法第 100 条第 1 項に規定される故意に登録商標と完全に同一

の商標を使用した場合の罰金額が 10 億ルピアから 20 億ルピアに、また同第 2 項に規定さ

れる故意に登録商標とその主要な部分について同一の商標を使用した場合の罰金額が 8 億

ルピアから 20 億ルピアに引き上げられている点に留意されたい。 

 

条項 行為態様 罰則の内容 

第 100 条第 1 項 

登録商標について権利を有さない

者が、故意に登録商標と完全に同一

の商標を、生産又は取引される同種

の商品又は役務に使用した場合 

5年以下の禁錮 

及び／又は 

20億ルピア（約1700万

円）以下の罰金 

第 100 条第 2 項 

登録商標について権利を有さない

者が、故意に登録商標とその主要な

部分について同一の商標を、生産又

は取引される同種の商品又は役務

に使用した場合 

4年以下の禁錮 

及び／又は 

20億ルピア（約1700万

円）以下の罰金 

                                                   
31 商標法第 74 条 
32 商標法第 83 条 
33 商標法第 94 条 
34 商標法第 83 条第 2 項 
35 商標法第 100 条第 1 項及び第 2 項 
36 商標法第 103 条 
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第３章  マレーシア 
 

調査事項Ⅰ 日本の地名等の商標登録の有無 

 

  １．商標名別検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた調査の結果、「日本の地名等」と商標名が同一又は類似す

る登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業（マ

レーシア企業を含む）であると考えられるものは、都道府県名について以下の 16 の名称、

政令指定都市名について以下の 6 の名称、地域団体商標について以下の 2 の名称、機構が

指定する地名について以下の 6 の名称において確認された。一方、地理的表示の名称と同

一又は類似の商標は確認されなかった。なお、登録商標が確認されたものは太字で示し、

出願係属中商標のみが確認されたものについては下線を付している。検索結果の詳細につ

いては別紙 2 を参照されたい。 

 

＜都道府県名＞ 

東京、大阪、北海道、宮城、秋田、富山、石川、山梨、長野、奈良、香川、

高知、福岡、佐賀、長崎、沖縄 

＜政令指定都市名＞ 

横浜、川崎、大阪、堺、神戸、福岡 

＜地域団体商標＞ 

高島ちぢみ、宇治茶 

＜機構が指定する地名＞ 

日本、近畿、中国、渋谷、原宿、銀座 

＜地理的表示＞ 

該当なし 

 

  ２．言語別検索結果 

 「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出

願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業であると考えられるものについて、言語別の

件数は以下のとおりである。括弧内の数字はステータスが「Registered」になっている登録

商標の件数を示す。なお、SAEGIS のデータベースでは、外国語商標であってもその英訳

が知的財産庁の公報等に記載されている限り、当該英訳を検索語として入力することによ

って外国語商標も検索することができる。そのため、本調査方法によって日本語のみの商

標が検索されなかったことにより、公開されている日本語のみの商標が存在しないと推測

できる。もっとも、英訳が公報等に記載されていない（又は誤っている）場合には本調査

方法によっては検索することができないため、本調査において、必ずしもマレーシアにお

ける日本語商標の全てが網羅されているわけではない点に留意されたい。 

 

英語のみ 58(37)件 

日本語のみ 0 件 

現地語のみ 0 件 

英語及び日本語 5(4)件 

英語及び現地語 0 件 

その他 0 件 

 

  ３．前回調査（2014 年度）からの推移及び考察 

 前回調査において権利化されていた「日本の地名等」の登録商標全 41 件のうち、本調査
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においては 38 件の登録が維持され、3 件が失効している。また、前回調査において出願係

属中であった「日本の地名等」の商標出願全 28 件のうち、本調査においては 4 件が登録さ

れ、10 件が却下され、残りの 14 件が引き続き出願係属中となっている。また、2014 年以

降に出願された「日本の地名等」の商標出願は全 9 件（このうち、2 件は日本の公的機関が

出願人であると考えられる。）あり、そのうち 1 件が登録され、8 件は出願係属中となって

いる。 

 なお、本調査では SAEGIS のデータベースを使用し、前回調査ではマレーシア知的財産

公社（MyIPO）のデータベースを使用したことによる収録状況の違いから、別紙 2 では前

回調査以前に出願された商標も追加している。 

 マレーシアでは、2014 年以降に新たに出願された「日本の地名等」の商標は 9 件のみで

あり、アセアン主要国の中では最も少なくなっていた。しかし、既に登録されている「日

本の地名等」の商標が存在し、引き続き「日本の地名等」の商標出願がなされている点に

留意されたい。 

 

 

調査事項Ⅱ 第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無 

 

  １．商標名（Trade Mark Name）同一の検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名

称と商標名が同一である商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考

えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国

著名商標」と同一の商標名である商標の件数37は、133 件中 67 件であった。 

 

異なる区分を含む 

Filed 8件 

Registered 22件 

Expired 17件 

Ended 57件 

Other 0件 

 

 また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商

標」と同一の区分であり、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商

標のステータスごとの件数は以下の通りである。また、ステータスを問わず、「日本国著名

商標」と同一商標名かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 37 件であった。 

 

同一区分のみ 

Filed 2件 

Registered 2件 

Expired 5件 

Ended 33件 

Other 0件 

 

  ２．商標名同一、かつ図形商標を除いた検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名

称と商標名が同一である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標の

                                                   
37 1件の商標名に対して、ステータスの異なる複数の商標が存在している場合があるため、

各ステータスの合計値とは異なる。 
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うち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごと

の件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみか

らなる商標の件数は、133 件中 54 件であった。 

 

異なる区分を含む 

Filed 5件 

Registered 14件 

Expired 7件 

Ended 45件 

Other 0件 

 

 また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商

標」と同一の区分である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標の

うち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごと

の件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみか

らなり、かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 28 件であった。 

 

同一区分のみ 

Filed 1件 

Registered 1件 

Expired 3件 

Ended 24件 

Other 0件 

 

 なお、ASEAN TM View にはマレーシアにおける商標の全てが収録されているわけでは

なく、また法的状況の更新に遅れがあるため、本調査によってマレーシアにおける検索対

象とした「日本国著名商標」の全てを検索できているわけではない点に留意されたい。 

 

  ３．考察 

 マレーシアにおいては、出願しても登録に至らなかったと考えられる「Ended」のステー

タスの商標が多く確認されたため、「日本国著名商標」と同一又は類似の商標を第三者が出

願しても、登録され難いと考えられる。要因として、調査対象とした「日本国著名商標」

については日本の権利者が既に出願・登録している場合が多いため、先願先登録商標の存

在を理由に拒絶されているものが相当数存在すると推定できる。 

 調査対象とした「日本国著名商標」には、例えば「ABC」のようにアルファベット３文

字からなる商標38も少ないながら含まれ、出願人／権利者の名称の頭文字が「日本国著名商

標」の名称と同一となるケースも確認された。しかし、日本企業の名称そのもののアルフ

ァベット表記等からなる商標も確認されており、日本企業の企業名や商品名等が第三者に

よって登録される可能性については十分に留意されたい39。 

 

 

調査事項Ⅲ 地名等の商標登録に関する判例及び報道 
 

1. Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority of India v. 

                                                   
38 「ABC」は検索対象とした「日本国著名商標」には含まれない。 
39 これらの商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商標が偶

然に日本国著名商標と同一であった可能性は否定できない。 
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Syarikat Faiza Sdn Bhd  

(1) 事案の概要  

 2000 年 6 月 6 日、Syarikat Faiza Sdn. Bhd.（以下「被告」という。）は、「Ponni」と

いう文字について商標登録出願を行い、登録が認められた（以下、当該登録商標を「本件

商標」という。）。これに対し、南インドで生産されているインド米である「Ponni (Rice)」

について排他的権利を有するとして、Ponni Rice を含む農産物の生産及び輸出を管理して

いるインドの政府機関である Agricultural & Processed Food Products Export 

Development Authority of India、Ponni Rice を生産しているインドの大学である Nadu 

Agricultural University 並びに Ponni Rice の輸出業者（以下、総称して「原告」という。）

が本件商標の抹消を求めて訴訟を提起した。 

(2) 裁判所の判断  

 高等裁判所（”High Court”）は、「ponni」は地理的表示ではないものの、本件商標登録

出願以前から Ponni rice がインド、マレーシア、その他の国において販売、消費されてお

り、本件商標登録出願時点では、米の品種として公衆の間で認識されていたことから、

「ponni」には識別性がなく、造語でもないため、商標登録の要件を満たさず、公衆を誤認・

混同させるおそれがあるとして、「ponni」の商標登録は禁止されると判断し、本件商標を

抹消した。 

 本件において、裁判所は、マレーシア地理的表示法（”Act 602, Geographical Indication 

Act 2000”以下、本章において「地理的表示法」という。）によって保護される地理的表示

でなくても、マレーシア商標法（”Act 175, Trade Marks Act 1976” 以下、本章において「商

標法」という。）によって、誤認を生じさせる地理的表示の商標登録は禁止されると判示

した。 

 

2. Swiss Chocolate Mfg Association & 2 others v Maestro Swiss (Malaysia ) Sdn. Bhd.  

(1) 事案の概要  

 Maestro Swiss (Malaysia) Sdn. Bhd.（以下「被告」という。）は、チョコレート生産会

社で、その商品パッケージには「Maestro SWISS」という文字を印字していた。これに対

し、スイスのチョコレート生産協同組合である Swiss Chocolate Mfg Association、チョコ

レート生産会社及び輸出業者（以下、総称して「原告」という。）は、同文字は被告のチョ

コレートがスイスで生産されているかのように公衆を誤認させるとして、Passing Off に基

づいて、本件訴訟を提起した。 

(2) 裁判所の判断  

 高等裁判所は、「SWISS chocolate」は、マレーシア国内において評判（”reputation”）及

び信用（”goodwill”）を有しているものの、「Maestro SWISS」という文字は同商品がスイ

スで生産されていることを示すものではないこと、同文字が被告の商号の一部であること、

同商品がマレーシア産であることが明記されていること等を理由に原告の請求を認めなか

った。 

 これに対し、上訴裁判所（”Court of Appeal”）は、「Maestro SWISS」という文字は同商

品がスイスで生産されていると公衆を誤認させるおそれがあり、被告もそのような目的を

もって同文字を使用しているとして、原告の請求を認めた。 

 前回調査において連邦裁判所に上訴されていた本件訴訟は、2016 年 3 月に判決が言い渡

され、「Maestro SWISS」という文字は同商品がスイスで生産されていると公衆を誤認させ

るおそれがあり、Passing off を認めて原告の請求を認めた。 

 なお、第１章の２．調査方法で述べた範囲において、上記以外の地名等の商標登録に関

する判例及び報道は確認されなかった。 
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調査事項Ⅳ 登録商標への対抗策 

 

  １．第三者による「日本の地名等」及び「日本国著名商標」の商標登録の可否 

 商標法は、下記のいずれかに該当した場合には、商標登録が認められると規定している40。 

 

第 10条第 1項(a) 特別又は特定の態様で表示された個人、会社又は組織の名称 

第 10条第 1項(b) 登録出願人又はその事業の前身の署名 

第 10条第 1項(c) 造語 

第10条第1項(d) 
商品又は役務の特徴又は品質に直接言及せず、かつ、その用語

の本来的意味において地名又は氏名を意味しない用語 

第 10条第 1項(e) その他識別性を有する商標 

 

 第 10 条第 1 項(d)は、「その用語の本来的意味において地名を意味しない用語」を商標登

録要件として定めているため、「地名」そのものを意味する用語は同条項によって商標登録

することは認められない。 

 一方、地名そのものを意味する用語ではなく、「地名」と他の単語や標識との結合により

地名以外の意味を有する用語の場合には商標登録が認められる可能性がある。この点、地

名を含む商標の登録可否の判断において、知的財産公社は具体的に以下の点を考慮すると

のことである。 

 

① 商品の原産地として当該地名を使用する第三者の有無 

② 当該地名又は場所が、その商品についての評判となっているか、評判となる可能性があ

るか否か 

③ 当該地名が、これに関連するマレーシア人に、その商品のためのものと認知されている

か否か 

 

 以上から、日本の地名そのものでない商標や地域団体商標で、①当該商標の指定商品の

原産地として当該商標に含む地名を使用する第三者がおらず、②当該地名がその商品につ

いての評判となっておらず、かつ、③当該地名がこれに関連するマレーシア人においてそ

の商品のためのものと認知されていないような場合には、第三者による商標登録が認めら

れるおそれがある。 

 また、商標法第 10 条の規定に該当すれば、「日本国著名商標」と同一の商標も、第三者

による商標登録が認められるおそれがある。 

 商標法では、ある商標が「同一の商品又は役務について、第三者が保有するマレーシア

における周知商標と同一又は類似している場合」には、当該商標は登録されないと規定し

ているが41、周知商標はマレーシア国内において周知と認められる商標に限定されているた

め、「日本の地名等」や「日本国著名商標」がマレーシア国内において周知と認められな

い限り、同条項によって第三者による「日本の地名等」や「日本国著名商標」の商標登録

を防ぐことはできない。 

 

                                                   
40 商標法第 10 条第 1 項 
41 商標法第 14 条第 1 項(d) 
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  ２．第三者による商標登録出願又は商標登録への対抗策 

 上述のとおり、マレーシアにおいては、「日本の地名等」や「日本国著名商標」と商標名

が同一の商標が第三者によって商標登録されるおそれがある。このような商標登録出願又

は登録商標に対しては、以下のような対抗策が考えられる。 

  （１）概要 

 

 請求権者 請求先 

異議申立 誰でも可 知的財産公社 

取消請求 正当な権利を害された者 

高等裁判所 
損害賠償等 

（商標法） 
登録商標の権利者 

損害賠償等 

（Passing Off） 

事業に関連して識別性を

有する態様で商標又は表

示を使用し、かつ、当該

事業に関してマレーシア

国内において評判及び信

用を有している者 

裁判所 

罰則 

（取引表示法） 
登録商標の権利者 

国内取引・共同組合・

消費者省 又は 

高等裁判所 

罰則 

（消費者保護法） 

虚偽表示等を受けている

者 

国内取引・共同組合・

消費者省 

 

  （２）商標登録出願に対する異議申立 

 「日本の地名等」や「日本国著名商標」が第三者によって商標登録出願された場合には、

誰でも、公告日から2か月以内に、知的財産公社の登録官及び出願人に異議申立の理由を記

載した書面を送付することによって、当該登録出願に対して異議を申し立てることができ

る42。 

 異議申立がなされた場合、出願人は、異議申立書の写しを受領した日から 2 か月以内に

答弁書を提出しなければならず43、答弁書が提出された場合には異議申立人は答弁書の写し

を受領した日から 2 か月以内に異議申立の裏付けとなる証拠ととともに宣誓書を登録官に

提出し、更に出願人も当該宣誓書を受領した日から 2 か月以内に答弁の裏付けとなる証拠

とともに宣誓書を登録官に提出しなければならない44。その後、審理前手続及び審理が行わ

れ、陳述及び証拠の提出が終了した日から 2 か月以内に登録官によって決定が下される45。

知的財産公社の登録官の決定に不服がある場合には、高等裁判所へ上訴することができる46。

なお、異議申立人がマレーシアに居住していない場合又はマレーシア国内で営業を行って

                                                   
42 商標法第 28 条第 1 項、第 2 項、マレーシア商標規則（”Trademarks Regulations” 以下、

本章において「商標規則」という。）第 37 条及び第 38 条 
43 商標法第 28 条第 3 項、商標規則第 39 条 
44 商標法第 28 条第 3A 項、商標規則第 40 条及び第 41 条 
45 商標法第 28 条第 4 項、商標規則第 47 条 
46 商標法第 28 条第 5 項 
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いない場合には、登録官又は裁判所から手続費用の担保を提供するよう求められることが

ある点には留意が必要である47。 

 

  （３）商標登録に対する取消請求 

 既に第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」が商標登録されている場合

で、以下のいずれかに該当する場合には、これによって権利を侵害された者は、高等裁判

所に対して、登録商標の取消しを請求することができる48。この点、商標法は「権利侵害を

受けた者」が取消請求できると規定しているのみであるため、取消請求を行うために当該

商標に関して商標登録出願又は登録までを行っている必要はない。 

 

第 45 条第 1 項 
当該登録商標が十分な理由なしに又は誤って登録されて

いる場合 

第 46 条第 1 項(a) 

当該商標が、その登録出願人又は使用者によって登録され

た商品又は役務に関して当該商標を使用する善意の意図

がないにもかかわらず登録され、かつ、当該商標の権利者

又は使用者が取消請求日の 1 か月前までに、登録された商

品又は役務に関して当該商標の善意の使用を実際に行っ

ていない場合 

第 46 条第 1 項(b) 

当該商標が登録されているにもかかわらず、取消請求日の

1 か月前に至るまで、連続して 3 年以上当該商標の権利者

又は使用者が、登録された商品又は役務に関して当該商標

の善意の使用を行っていない場合 

 

 なお、登録商標に対する取消請求は、当該登録商標が詐欺により取得された場合や識別

性を欠いている場合等を除き、登録日から 7 年を経過した後は行うことができない49。 

 

  （４）商標法に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等 

 更に、登録商標の所有者は、自己の登録商標と同一又は公衆を欺罔又は混同させる程度

に類似した商標を当該登録商標と関連する商品又は役務を業として使用している者に対し

て、損害賠償や使用差止等を求める民事訴訟を高等裁判所に提起することができる50。登録

商標の登録使用者は、商標侵害行為に対して訴訟を提起するよう登録所有者に要求する

ことができ、登録所有者がそうすることを拒絶するか又は要求された後 2 か月以内にそ

うしない場合は、自己の名義において侵害訴訟を提起することができる51。これらの請

求は登録商標の所有者又は登録使用者に限って認められているため、マレーシアにおいて、

「日本の地名等」や「日本国著名商標」について商標登録の所有者又は登録使用者が、商

標法に基づいて損害賠償請求訴訟等を提起することができる。 

 

  （５）Passing Off に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等 

 また、上述した商標法に基づく損害賠償請求訴訟等に加え、以下の要件を満たす場合に

はコモンロー上の Passing Off（詐称通用）に基づいて損害賠償請求や使用差止請求等の民

                                                   
47 商標法第 28 条第 10 項及び商標規則第 48 条 
48 商標法第 45 条及び第 46 条 
49 商標法第 37 条 
50 商標法第 38 条 
51 商標法第 51 条 
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事訴訟を裁判所に提起することができる。この点、当該請求を求める者（原告）が紛争の

対象となっている商標に関連した登録商標を有していない場合には下記の要件を立証でき

れば、Passing Off に基づく損害賠償請求訴訟等を提起することができる。 

 

① 

原告が、事業に関連して識別性を有する態様で商標又は表示を使用し

ており、かつ、当該事業に関してマレーシア国内において評判

（”reputation”）及び信用（”goodwill”）を有していること 

② 

当該商標又は表示に類似した商標又は表示の使用によって、被告の商

品若しくは役務又は事業が原告のもの又はそれと何らかの関係がある

ように公衆を誤認させていること 

③ 
上記の結果、原告に損害が生じている又は損害が生じるおそれがある

こと 

 

  （６）マレーシア取引表示法（”Act 730, Trade Description Act 2011” 以下、本章にお

いて「取引表示法」という。）に基づく罰則 

 取引表示法では、登録商標に関して虚偽表示を行った場合又は虚偽表示が付されている

商品を販売若しくは販売のために保管した場合には、法人の場合に 15,000 マレーシアリン

ギット（約 38 万円）以下の罰金52、個人の場合に 10,000 マレーシアリンギット（約 25 万

円）以下の罰金及び／又は 3 年以下の懲役を科しているため53、「日本の地名等」や「日本

国著名商標」についてマレーシアにおいて商標登録を行っている者は、管轄省庁であるマ

レーシア国内取引・共同組合・消費者省（”the Ministry of Domestic Trade, Cooperatives 

and Consumerism”）に対して、虚偽表示等を行っている者を告発することも考えられる。

また、取引の過程において、登録商標と同一ではないものの、誤認・混同を引き起こすお

それがある程度に類似している取引表示によって侵害されている場合には、高等裁判所に

対し、当該取引表示は虚偽取引表示であると宣言する命令（”Trade description order”）を

求めることもできる54。 

 

  （７）マレーシア消費者保護法（”Act 599, Consumer Protection Act 1999”以下、本

章において「消費者保護法」という。）に基づく罰則 

 取引表示法に加え、消費者保護法は、商品の性質、生産方法、特徴、用途、品質等に関

して、公衆を認誤又は欺罔し、又はそのおそれのある行為を行うことや、商品の種類、基

準、品質等に関して虚偽表示等を行うことを禁止し55、これに違反した者には、法人の場合

で 250,000 マレーシアリンギット（約 630 万円）以下の罰金、個人の場合で 100,000 マレ

ーシアリンギット（約 250 万円）以下の罰金及び／又は 3 年以下の懲役を科している56。そ

のため、管轄省庁である国内取引・共同組合・消費者省に対して、虚偽表示等を行ってい

る者を告発することも考えられる。もっとも、消費者保護法に基づいて告発や裁判等を行

う場合には、第三者によって自己の商品の性質等について「公衆」を誤認又は欺罔されて

いること又はそのおそれがあることを主張・立証する必要がある。  

                                                   
52 虚偽表示を行った商品ごとに科される 
53 取引表示法第 8 条 
54 取引表示法第 9 条 
55 消費者保護法第 9 条及び第 10 条 
56 消費者保護法第 25 条第 1 項 
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第４章  フィリピン 
 

 

調査事項Ⅰ 日本の地名等の商標登録の有無 

 

  １．商標名別検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた調査の結果、「日本の地名等」と商標名が同一又は類似す

る登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業（フ

ィリピン企業を含む）であると考えられるものは、都道府県名のうち以下の 13 の名称、政

令指定都市名のうち以下の 7 の名称、地域団体商標について以下の 5 の名称、機構が指定

する地名について以下の 5 つの名称、地理的表示について以下の 2 つの名称において確認

された。なお、登録商標が確認されたものは太字で示し、出願係属中商標のみが確認され

たものについては下線を付している。検索結果の詳細については別紙 3 を参照されたい。 

 

＜都道府県名＞ 

東京、大阪、北海道、青森、宮城、秋田、新潟、富山、愛知、三重、滋賀、

京都、佐賀 

＜政令指定都市名＞ 

札幌、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、神戸 

＜地域団体商標＞ 

神戸ビーフ、神戸牛、神戸肉、但馬ビーフ、但馬牛 

＜機構が指定する地名＞ 

日本、関東、中国、梅田、銀座 

＜地理的表示＞ 

神戸ビーフ、但馬牛 

 

  ２．言語別検索結果 

 「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出

願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業であると考えられるものについて、言語別の

件数は以下のとおりである。括弧内の数字はステータスが「Registered」になっている登録

商標の件数を示す。なお、SAEGIS のデータベースでは、外国語商標であってもその英訳

が知的財産庁の公報等に記載されている限り、当該英訳を検索語として入力することによ

って外国語商標も検索できる。しかし、英訳が公報等に記載されていない（又は誤ってい

る）場合には本調査方法によっては検索することができないため、本調査において、必ず

しもフィリピンにおける日本語商標の全てが網羅されているわけではない点に留意された

い。 

 

英語のみ 66(56)件 

日本語のみ 5(0)件 

現地語のみ 0 件 

英語及び日本語 2(2)件 

英語及び現地語 0 件 

その他 0 件 

 

  ３．前回調査（2014 年度）からの推移及び考察 

 前回調査において権利化されていた「日本の地名等」の登録商標全 49 件のうち、本調査

においては 46 件の登録が維持され、3 件が失効している。また、前回調査において出願係
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属中であった「日本の地名等」の商標出願全 21 件のうち、本調査においては 7 件が登録さ

れ、13 件が却下され、残りの 1 件が引き続き出願係属中となっている。また、2014 年以降

に出願された「日本の地名等」の商標出願は全 20 件（このうち、6 件は日本の公的機関が

出願人であると考えられる。）あり、そのうち 7 件が登録され、13 件は出願係属中となって

いる。 

 なお、本調査では SAEGIS のデータベースを使用し、前回調査ではフィリピン知的財産

庁（IPOPHL）のデータベースを使用したことによる収録状況の違いから、別紙 4 では前

回調査以前に出願された商標も追加している。 

 フィリピンでは、既に登録されている「日本の地名等」の商標も比較的多く存在し、ま

た引き続き「日本の地名等」の商標が出願されている点に留意されたい。 

 

 

調査事項Ⅱ 第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無 

 

  １．商標名（Trade Mark Name）同一の検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名

称と商標名が同一である商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考

えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国

著名商標」と同一の商標名である商標の件数57は、133 件中 46 件であった。 

 

異なる区分を含む 

Filed 7件 

Registered 23件 

Expired 1件 

Ended 38件 

Other 0件 

 

 また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商

標」と同一の区分であり、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商

標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」

と同一商標名かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 23 件であった。 

 

同一区分のみ 

Filed 3件 

Registered 6件 

Expired 0件 

Ended 19件 

Other 0件 

 

  ２．商標名同一、かつ図形商標を除いた検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名

称と商標名が同一である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標の

うち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごと

の件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみか

らなる商標の件数は、133 件中 39 件であった。 

                                                   
57 1件の商標名に対して、ステータスの異なる複数の商標が存在している場合があるため、

各ステータスの合計値とは異なる。 
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異なる区分を含む 

Filed 3件 

Registered 19件 

Expired 1件 

Ended 32件 

Other 0件 

 

 また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商

標」と同一の区分である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標の

うち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごと

の件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみか

らなり、かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 19 件であった。 

 

同一区分のみ 

Filed 1件 

Registered 4件 

Expired 0件 

Ended 16件 

Other 0件 

 

 なお、ASEAN TM View にはフィリピンにおける商標の全てが収録されているわけでは

なく、また法的状況の更新に遅れがあるため、本調査によってフィリピンにおける検索対

象とした「日本国著名商標」の全てを検索できているわけではない点に留意されたい。 

 

  ３．考察 

 フィリピンにおいては、出願しても登録に至らなかったと考えられる「Ended」のステー

タスの商標が多く確認されたため、「日本国著名商標」と同一又は類似の商標を第三者が出

願しても、登録され難いと考えられる。要因として、調査対象とした「日本国著名商標」

については日本の権利者が既に出願・登録している場合が多いため、先願先登録商標の存

在を理由に拒絶されているものが相当数存在すると推定できる。 

 一方で、「日本国著名商標」と同一の商標名からなる商標も、相当数登録されている。調

査対象とした「日本国著名商標」には、例えば「ABC」のようにアルファベット３文字か

らなる商標も少ないながら含まれ、出願人／権利者の名称の頭文字が「日本国著名商標」

の名称と同一となるケースも確認された。しかし、日本企業の名称そのもののアルファベ

ット表記等からなる商標も確認されており、日本企業の企業名や商品名等が第三者によっ

て登録される可能性については十分に留意されたい58。 

 

 

調査事項Ⅲ 地名等の商標登録に関する判例及び報道 

 

 第１章の２．調査方法で述べた範囲において、地名等の商標登録に関する判例、報道、

記事は確認されなかった。 

 

 

                                                   
58 これらの商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商標が偶

然に日本国著名商標と同一であった可能性は否定できない。 
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調査事項Ⅳ 登録商標への対抗策 

 

  １．第三者による「日本の地名等」及び「日本国著名商標」の商標登録の可否 

 フィリピン知的財産法（”Intellectual Property Code of the Philippines(Republic Act No. 

8293)”以下、本章において「知的財産法」という。）は、以下の商標についての商標登録を

認めていない59。 

 

第 123条第 1項(e) 

フィリピンにおいて登録されているか否かを問わず、フィリ

ピンの権限のある当局によって、出願人以外の者の商標とし

て国際的に及びフィリピンにおいて広く認識されていると認

められた商標と同一か若しくは混同を生じさせる程に類似し

ているか、又はそのような商標の翻訳であり、かつ、同一又

は類似の商品又は役務に使用する商標 

第 123条第 1項(g) 
商品又は役務の特に性質、質、特性又は原産地について公衆

を誤認させるおそれがある商標 

第 123 条第 1 項(j) 

商品又は役務の種類、品質、量、用途、価値、原産地、時期

又は製品その他の特性を商業上示すために用いられる商標又

は表示のみからなる商標 

 

 この点、第 123 条第 1 項(e)に定める著名商標に関しては、知的財産法はフィリピン国内

において周知な商標を保護しているため、「日本の地名等」や「日本国著名商標」であって

もフィリピン国内で周知でなければ、同条項に基づいてこれと同一又は類似の商標登録を

防ぐことはできない。また、同項(g)も、「原産地について公衆を誤認させるおそれがある商

標」の登録を禁止しているが、「公衆を誤認させるおそれがある」として保護されるために

は、「日本の地名等」がフィリピンにおいて周知されている必要があるため、同様にフィリ

ピンでの周知性が認められなければ、同条項に基づいてこれと同一又は類似の商標登録を

防ぐことは難しい。 

 一方、同項(j)は、「原産地、・・・のみからなる商標は、登録することができない」と規

定しているため、日本の地名そのものは同条項に基づいて商標登録することは禁止される。

もっとも、同条項は「原産地のみからなる商標」の登録を禁止しているため、地名そのも

のでなく、地名と他の単語やマーク等との結合により他の意味を有する商標や地域団体商

標のような商標の場合には、第三者による商標登録が認められる可能性がある。 

 

  ２．第三者による商標登録出願又は商標登録への対抗策 

 上述のとおり、フィリピンにおいては、「日本の地名等」や「日本国著名商標」と商標名

が同一の商標が、第三者によって商標登録されるおそれがある。このような商標登録出願

又は登録商標に対しては、以下のような対抗策が考えられる。 

  （１）概要 

 

 請求権者 請求先 

                                                   
59 知的財産法第 123 条第 1 項 
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異議申立 
登録出願により損害を受けるおそ

れがある者 

法務局 

取消請求 
登録商標により損害を受けるおそ

れがある者 

損害賠償等 
虚偽表示等により損害を受けるお

それがある者 
裁判所 

行政罰 

（知的財産法） 

虚偽表示等によって被害を受けて

いる者 

法務局又は 

知的財産庁 

罰則 

（知的財産法） 
虚偽表示等によって被害を受けて

いる者 

警察又は 

国家捜査局 
罰則 

（刑法） 

 

  （２）商標登録出願に対する異議申立 

 第三者による商標登録出願により損害を受けるおそれがある場合には、出願公告から 30

日間60、知的財産庁の法務局（”Bureau of Legal Affairs”以下、本章において「法務局」と

いう。）に書面を提出することによって、当該商標登録出願に対して異議を申し立てること

ができる61。異議申立人は、異議申立に至る事実及びその理由を示す必要があり、当該事実

及び理由はこれらを把握している異議申立人又はその代理人によって証明されなければな

らず、申立書の中で異議申立人が外国において登録している商標を引用している場合には

当該登録商標の登録証とその英訳を添付する必要がある。異議申立が法務局に受領された

場合には、法務局による審理が行われる62。 

 

  （３）商標登録に対する取消請求 

 既に第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」が商標登録されている場合

で、当該登録商標によって損害を受けるおそれがある者は、登録から 5 年以内に限り、法

務局に対して、当該登録商標の取消しを請求することができる63。但し、以下の場合には、

登録から 5 年以内という制限はなく、いつでも取消請求を行うことができる64。 

 

第 151 条第 1 項(b) 

当該登録商標が一般名称となっている場合 

当該登録商標が放棄されている場合 

当該登録商標が不正又はフィリピン知的財産法に反して

                                                   
60 合理的な理由がある場合には、さらに 90 日を上限として、異議申立期間の延長が認めら

れる（当事者間手続に関する規則（”Regulations of Inter Partes Proceedings”）Rule 7 第

4(a)条） 
61 知的財産法第 134 条及び第 167 条第 1 項 
62 知的財産法第 135 条 
63 知的財産法第 151 条第 1 項(a) 
64 知的財産法第 151 条第 1 項(b)、(c)及び第 167 条第 1 項 
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取得された場合 

当該登録商標が商品又は役務の出所を誤表示するように

使用されている場合 

第 151 条第 1 項(c) 

当該登録商標が、合理的な理由なく、自ら又はライセンス

を通じても、3 年以上継続してフィリピン国内で使用され

ていない場合 

 

 取消請求には、取消請求者及び関係当事者の名称及び住所、取消しを求める登録商標等

の番号、権利者の氏名、取消しを求める理由並びにこれに関連する事実を記載しなければ

ならない65。取消請求が法務局に受領された場合、法務局は、相手方当事者に対して、当該

請求書の写しを送付し、審理を開始する66。なお、取消請求審理に対する法務局の決定に不

服がある当事者は、15 日以内に知的財産庁に対して不服申立てを行うことができる67。 

 

  （４）知的財産法に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等 

 上述した商標登録出願に対する異議申立及び登録商標に対する取消請求に加え、商品又

は役務等に関連する原産地の虚偽表示又は虚偽若しくは誤認を生じさせる記述若しくは表

現によって損害を受けるおそれがある者は、当該虚偽表示等を行っている者に対して、知

的財産法第156条に基づき損害賠償及び使用差止を求める民事訴訟を裁判所に提起するこ

とができる68。 

 損害賠償の金額は、当該虚偽表示等がなければ原告が得たであろう合理的な利益又は被

告が虚偽表示等によって実際に得た利益のいずれかとし、これを立証することが困難な場

合には裁判所は被告の総売上高又は原告の当該虚偽表示等の対象となった商標を用いた事

業の価値を考慮して適切な金額が決定される69。更に、公衆を誤認させる実際の意思が立証

された場合には、裁判所は、損害賠償額を 2 倍にすることができる70。 

 

  （５）知的財産法上の行政罰 

 また、知的財産法では、知的財産庁及び法務局に対して、知的財産権を侵害するような

行為に対して行政罰を科す権限を付与している71。そのため、上記の虚偽表示等が行われた

場合には知的財産庁（被害額が 20 万フィリピンペソ（約 45 万円）以上の場合）又は法務

局（被害額が 20 万フィリピンペソ未満の場合）に対して、当該行為を告発し、罰金等の行

政罰を求めることもできる。なお、法務局が科すことのできる罰金額は 5,000 フィリピン

ペソ（約 11,000 円）超 15 万フィリピンペソ（約 34 万円）以下と定められている72。 

 

  （６）知的財産法上の罰則 

 更に、知的財産法では、虚偽表示等を行った者に対して、2 年以上 5 年以下の懲役及び 5

万フィリピンペソ（約 11 万円）以上 20 万フィリピンペソ以下の罰金を科すと規定されて

いる73。そのため、第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」に関連して虚偽

表示等がなされている場合には、警察（”Philippine National Police”）又は国家捜査局

                                                   
65 当事者間手続に関する規則 Rule 8 第 3 条 
66 知的財産法第 153 条及び当事者間手続に関する規則 Rule 8 第 5 条 
67 知的財産法第 153 条及び当事者間手続に関する規則 Rule 9 第 1 条 
68 知的財産法第 169 条第 1 項 
69 知的財産法第 156 条第 1 項 
70 知的財産法第 156 条第 3 項 
71 知的財産法第 5 条第 1 項及び第 10 条第 2 項 
72 知的財産法第 10 条第 4 項（V） 
73 知的財産法第 170 条 



29 

 

（”National Bureau of Investigation”）に対して、虚偽表示等を行っている者を告発し、

摘発してもらうことも考えられる。 

 

  （７）フィリピン刑法（”Revised Penal Code” 以下、本章において「刑法」という。）

上の罰則 

 知的財産法に基づく罰則に加え、虚偽表示等を行った者は、刑法に基づき、6 か月と 1 日

の矯正拘禁及び／又は 50 フィリピンペソ（約 110 円）以上 2000 フィリピンペソ（約 4,500

円）以下の罰金を受ける可能性もある74。 

  

                                                   
74 刑法第 27 条及び第 187 条 
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第５章  シンガポール 
 

 

調査事項Ⅰ 日本の地名等の商標登録の有無 

 

  １．商標名別検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた調査の結果、「日本の地名等」と商標名が同一又は類似す

る登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業（シ

ンガポール企業を含む）であると考えられるものは、都道府県名について以下の 12の名称、

政令指定都市名について以下の 5 の名称、地域団体商標について以下の 11 の名称、機構が

指定する地名について以下の 4 つの名称、地理的表示について以下の 3 つの名称において

確認された。なお、登録商標が確認されたものは太字で示し、出願係属中商標のみが確認

されたものについては下線を付している。検索結果の詳細については別紙 4 を参照された

い。 

 

＜都道府県名＞ 

東京、大阪、北海道、秋田、千葉、富山、福井、三重、京都、奈良、佐賀、

長崎 

＜政令指定都市名＞ 

千葉、川崎、名古屋、京都、大阪 

＜地域団体商標＞ 

飛騨牛、今治タオル、鹿児島黒牛、神戸ビーフ、神戸牛、神戸肉、PROSCIUTTO 

DI PARMA、但馬ビーフ、但馬牛、十勝川西長いも、宇治茶 

＜機構が指定する地名＞ 

日本、近畿、関西、銀座 

＜地理的表示＞ 

神戸ビーフ、但馬牛、十勝川西長いも 

 

  ２．言語別検索結果 

 「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出

願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業であると考えられるものについて、言語別の

件数は以下のとおりである。括弧内の数字はステータスが「Registered」になっている登録

商標の件数を示す。なお、SAEGIS のデータベースでは、外国語商標であってもその英訳

が知的財産庁の公報等に記載されている限り、当該英訳を検索語として入力することによ

って外国語商標も検索することができる。しかし、英訳が公報等に記載されていない（又

は誤っている）場合には本調査方法によっては検索することができないため、本調査にお

いて、必ずしもシンガポールにおける日本語商標の全てが網羅されているわけではない点

に留意されたい。 

 

英語のみ 34(31)件 

日本語のみ 10(9)件 

現地語のみ 0 件 

英語及び日本語 4(4)件 

英語及び現地語 0 件 

その他 1(1)件 

 

  ３．前回調査（2014 年度）からの推移及び考察 
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 前回調査において権利化されていた「日本の地名等」の登録商標全 36 件のうち、本調査

においては 34 件の登録が維持され、2 件が失効している。また、前回調査において出願係

属中であった「日本の地名等」の商標出願全 10 件のうち、本調査においては 8 件が登録さ

れ、2 件が却下されている。また、2014 年以降に出願された「日本の地名等」の商標出願

は全 10 件（このうち、5 件は日本の公的機関が出願人であると考えられる。）あり、そのう

ち 6 件が登録され、4 件は出願係属中となっている。 

 なお、本調査では SAEGIS のデータベースを使用し、前回調査ではシンガポール知的財

産庁（IPOS）のデータベースを使用したことによる収録状況の違いから、別紙 4 では前回

調査以前に出願された商標も追加している。 

 シンガポールでは、2014 年以降に新たに出願された「日本の地名等」の商標は 10 件の

みであり、他のアセアン主要国に比べて少ない件数となっていた。しかし、既に登録され

ている「日本の地名等」の商標が存在し、引き続き「日本の地名等」の商標出願がなされ

ている点に留意されたい。 

 また、シンガポールでは、前回調査において出願係属中であった商標出願のすべてに査

定がなされていた。更に、2014 年以降に出願された商標出願全 10 件のうち 6 件が既に登

録されており、商標出願についての審査期間が短いと推定できる。 

 

 

調査事項Ⅱ 第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無 

 

  １．商標名（Trade Mark Name）同一の検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名

称と商標名が同一である商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考

えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国

著名商標」と同一の商標名である商標の件数75は、133 件中 33 件であった。 

 

異なる区分を含む 

Filed 1件 

Registered 24件 

Expired 15件 

Ended 12件 

Other 0件 

 

 また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商

標」と同一の区分であり、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商

標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」

と同一商標名かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 11 件であった。 

 

同一区分のみ 

Filed 0件 

Registered 7件 

Expired 2件 

Ended 2件 

Other 0件 

 

                                                   
75 1件の商標名に対して、ステータスの異なる複数の商標が存在している場合があるため、

各ステータスの合計値とは異なる。 
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  ２．商標名同一、かつ図形商標を除いた検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名

称と商標名が同一である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標の

うち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごと

の件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみか

らなる商標の件数は、133 件中 26 件であった。 

 

異なる区分を含む 

Filed 1件 

Registered 20件 

Expired 9件 

Ended 8件 

Other 0件 

 

 また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商

標」と同一の区分である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標の

うち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごと

の件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみか

らなり、かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 7 件であった。 

 

同一区分のみ 

Filed 0件 

Registered 5件 

Expired 1件 

Ended 1件 

Other 0件 

 

 なお、ASEAN TM View にはシンガポールにおける商標の全てが収録されているわけで

はなく、また法的状況の更新に遅れがあるため、本調査によってシンガポールにおける検

索対象とした「日本国著名商標」の全てを検索できているわけではない点に留意されたい。 

 

  ３．考察 

 シンガポールにおいては、登録されたことを示す「Registered」の商標の割合が他のステ

ータスに比べ多く確認された。しかし、ステータスが「Registered」の商標の件数自体は、

他のアセアン主要国と比べて多いわけではなく、「日本国著名商標」と同一又は類似の商標

が第三者により多く登録されているとはいい難い。 

 また、調査対象とした「日本国著名商標」には、例えば「ABC」のようにアルファベッ

ト３文字からなる商標も少ないながら含まれ、出願人／権利者の名称の頭文字が「日本国

著名商標」の名称と同一となるケースも確認された。しかし、日本企業の名称そのものの

アルファベット表記等からなる商標も確認されており、日本企業の企業名や商品名等が第

三者によって登録される可能性については十分に留意されたい76。 

 

 

調査事項Ⅲ 地名等の商標登録に関する判例及び報道 

 

                                                   
76 これらの商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商標が偶

然に日本国著名商標と同一であった可能性は否定できない。 
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 第１章の２．調査方法で述べた範囲において、地名等の商標登録に関する判例、報道、

記事は確認されなかった。 

 

 

調査事項Ⅳ 登録商標への対抗策 

 

  １．第三者による「日本の地名等」及び「日本国著名商標」の商標登録の可否 

 シンガポール商標法（”Trade Marks Act (Chapter 332)”以下、本章において「商標法」

という。）は、「商品又は役務の種類、品質、量、用途、価値、原産地、生産若しくは提供

時期又はその他の特性を取引上示すために用いられる商標又は表示から専ら構成される商

標」の商標登録を禁止している77。そのため、日本の地名そのものは、専ら「地名」から構

成される商標として商標登録は認められない。この点、商標法は、上記の禁止商標に該当

した場合であっても使用の結果当該商標が識別性を有する特徴を取得したことを証明すれ

ば商標登録が可能であると規定しているが78、知的財産庁は、商標登録に関するマニュアル

である「Trade Marks Work Manual」において、「USA」、「New York」、「UK」、「London」、

「France」、「Paris」、「China」、「Beijing」等の国名や大都市名によって専ら構成される商

標の登録を認めない旨明記しているため79、地名そのものが商標登録されるおそれは低いと

考えられる。 

 一方、地名そのものではない商標や地域団体商標に関して、商標法は「（例えば、商品

又は役務の性質、品質又は原産地について）公衆を欺罔するような性質」を有する場合に

は商標登録されない旨規定しており80、コーヒーについての「ブラジル」やワインについて

の「フランス」等のように、品質等に関して評判を得ている地名から生産された商品や役

務であるかのように偽って表示した場合には、「公衆を欺罔するような性質を有する」に

該当する旨がTrade Marks Work Manualに定められている81。 

 また、地理的表示で構成されている商標又は地理的表示を含む商標で、その地理的表示

によって特定される品質や評判等（例えば、イタリアの特定の地域で生産されるオリーブ

オイルに関する「TUSCANY」やフランスで生産されるチーズに関する「ROQUEFORT」）

を有していない場合にも、同条項によって登録が禁止される82。 

 そのため、日本の地名等がシンガポールにおいて商品の品質等に関して相当の評判を得

ている場合には、当該地域において生産されていない商品に関して当該地名又は地域団体

商標と同一又は類似する商標の登録は認められない可能性が高いが、シンガポールにおい

て品質等に関して相当の評判を得ていないような通常の地名や地域団体商標の場合には第

三者による商標登録が認められる可能性がある。そのため、シンガポールでは、地名その

もの又は地名が主要な部分となる商標や、シンガポールにおいて品質等に関して評判を得

ている地名又は地域団体商標と同一又は類似する商標は商標として登録できないが、その

他の地名そのものではない商標や地域団体商標は第三者によって商標登録されるおそれが

ある。 

 商標法では、シンガポールにおける周知商標と全体又はその重要な部分において同一又

は類似する商標であって、指定商品又は役務が当該周知商標の商品又は役務との間の関係

を示すことができ、かつ周知商標権者の利益を害するおそれがある場合等には、当該商標

                                                   
77 商標法第 7 条第 1 項(c) 
78 商標法第 7 条第 2 項 
79 Trade Marks Work Manual 第 5 章第 5 項(b) 
80 商標法第 7 条第 4 項(b) 
81 Trade Marks Work Manual 第 5 章第 6 項(a)(i) 
82 Trade Marks Work Manual 第 5 章第 6 項(a)(iii) 
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は登録されないと規定している83。しかし、周知商標はシンガポール国内において周知と認

められる必要があるため、「日本の地名等」や「日本国著名商標」がシンガポール国内に

おいて周知と認められない場合には、同条項によって第三者による「日本の地名等」や「日

本国著名商標」の商標登録を防ぐことはできない。 

 

  ２．第三者による商標登録出願又は商標登録への対抗策 

 上述のとおり、シンガポールにおいては、「日本の地名等」や「日本国著名商標」と商標

名が同一の商標が第三者によって商標登録されるおそれがある。このような商標登録出願

又は登録商標に対しては、以下のような対抗策が考えられる。 

  （１）概要 

 

 請求権者 請求先 

異議申立 

誰でも可 

知的財産庁 

取消請求 知的財産庁 

裁判所 
無効請求 

損害賠償等 

（商標法） 
登録商標の権利者 裁判所 

損害賠償等 

（Passing Off） 

商標又は表示の下、シンガポール

国内において商品を販売等して

おり、その事業について評判及び

信用を主張することができる者 

裁判所 

罰則 

（商標法） 
登録商標の権利者 警察 

罰則 

（消費者保護法） 
誤表示されている者 通商産業省 

 

 

  （２）商標登録出願に対する異議申立 

 第三者による「日本の地名等」や「日本国著名商標」の商標登録出願に対しては、誰で

も、出願公告から 2 か月84以内に、異議申立の理由等を記載した知的財産庁指定の様式の書

面を知的財産庁の登録官に提出することによって、当該登録出願に対する異議を申し立て

ることができる85。異議申立人は、異議申立と同時に、出願人に対しても異議申立書の写し

を送付しなければならない86。 

 異議申立がなされた場合、出願人は、異議申立書の写しを受領した日から 2 か月以内に

                                                   
83 商標法第 8 条第 4 項 
84 延長を請求し、認められた場合には最大で 4 か月以内となる（シンガポール商標規則

（”Trade Marks Rules” 以下、本章において「商標規則」という。）第 29 条第 3 項及び第

4 項 
85 商標法第 13 条第 2 項、第 3 項、第 60 条第 2 項、第 61 条第 2 項、商標規則第 29 条第 1

項及び第 65 条第 1 項 
86 商標規則第 29 条第 2 項 
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答弁書を提出しなければならない87。答弁書が提出された場合には、異議申立人は答弁書の

写しを受領した日から 3 か月以内に異議申立の裏付けとなる証拠ととともに誓約書を登録

官に提出し、更に出願人も当該誓約書を受領した日から 3 か月以内に答弁の裏付けとなる

証拠とともに誓約書を登録官に提出しなければならない88。その後、審理前手続及び審理が

行われ、審理の日から 3 か月以内に登録官によって決定が下される89。 

 

  （３）商標登録に対する取消請求 

 既に第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」が商標登録されている場合

で、以下に該当する場合には、知的財産庁の登録官又は裁判所に対して90、当該登録商標の

取消しを請求することができる91。 

 

第22条第1項(a) 

登録から 5 年以内に、登録商標の権利者又は権利者に承諾

された第三者によって、シンガポールにおいて登録された

商品又は役務に関連した事業において当該登録商標が真

正に使用されておらず、かつ、その不使用について正当な

理由もない場合 

第22条第1項(b) 
登録商標の使用が 5年間継続して中断しており、かつ、そ

の不使用について正当な理由もない場合 

第 22条第 1項(c) 

登録商標の権利者による作為又は不作為によって当該登

録商標が登録された商品又は役務の業界において一般名

称となっている場合 

第22条第1項(d) 

登録商標の権利者又は権利者に承諾された第三者の使用

によって、その性質、品質又は原産地に関して公衆を誤認

させることとなった場合 

 

 取消請求の手続は、知的財産庁の登録官に行った場合には上述の異議申立の場合と同様

となり92、裁判所に行った場合には通常の裁判手続と同様となる。 

 

  （４）登録商標に対する無効請求 

 登録商標に対する取消請求に加え、第三者によって商標登録された「日本の地名等」や

「日本国著名商標」が商標法に違反して登録されている場合には、誰でも、知的財産庁の

登録官又は裁判所に対して、当該登録商標の無効を求めることができる93。無効請求の手続

は、知的財産庁の登録官に行った場合には上述の異議申立の場合と同様となり、裁判所に

行った場合には通常の裁判手続と同様となる。 

 

  （５）商標法に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等 

 また、登録商標の権利者は、自己の登録商標を侵害した者に対して、損害賠償や使用差

                                                   
87 商標規則第 31 条第 1 項 
88 商標規則第 32 条及び第 33 条 
89 商標規則第 38 条 
90 但し、当該登録商標等に関する手続が裁判所に係属している場合には裁判所のみ（商標

法第 22 条第 5 項及び第 23 条第 5 項） 
91 商標法第 22 条 
92 商標規則第 57 条乃至第 59 条 
93 商標法第 23 条 
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止等を求める民事訴訟を裁判所に提起することができる94。但し、これらの請求は登録商標

に対する侵害であるため、「日本の地名等」や「日本国著名商標」について商標登録を行っ

ている者が商標法に基づいて損害賠償請求訴訟等を提起することができる。 

 

  （６）Passing Off に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等 

 また、上述した商標法に基づく損害賠償請求訴訟等に加え、以下の要件を満たす場合に

はコモンロー上の Passing Off（詐称通用）に基づいて損害賠償や使用差止等を求める民事

裁判を裁判所に提起することができる。この点、当該請求を求める者（原告）が紛争の対

象となっている商標に関連した登録商標を有していない場合には下記の要件を立証できれ

ば、Passing Off に基づく損害賠償や使用差止の請求を行うことができる。 

 

①  

ある商標又は表示の下、シンガポール国内において商品を販売又は役務を

提供若しくは遂行しており、その商標又は表示の下で事業について評判

（”reputation”）及び信用（”goodwill”）を主張することができること 

②  

違反者による当該商標又は表示に類似した商標又は表示の使用によって、

違反者の商品若しくは役務又は事業が原告のもの又はそれと何らかの関係

があるように公衆を誤認させていること 

③  上記の結果、原告に損害が生じていること 

 

  （７）商標法上の罰則 

 更に、商標法は、商標法に違反する行為に対して、以下のような罰則を科している95。そ

のため、これらに該当する行為を発見した場合には、警察に対して、当該違反行為を告発

し、摘発してもらうことも考えられる。但し、いずれの罰則も保護の対象は登録商標であ

るため、シンガポールにおいて「日本の地名等」や「日本国著名商標」について商標登録

を行っている場合に限り、警察に対して告発を行うことができる。 

 

条項 行為態様 罰則の内容 

第 46条 登録商標を偽造した場合 

10万シンガポールドル（約

800万円）以下の罰金 

及び／又は 

5年以下の懲役 

第 47条 登録商標を不正に使用した場合 

10万シンガポールドル（約

800万円）以下の罰金 

及び／又は 

5年以下の懲役 

第 48条 

違法に使用されることを知りながら

登録商標の複製のための物品を製造

した場合又はこれを保管した場合 

10万シンガポールドル（約

800万円）以下の罰金 

及び／又は 

5年以下の懲役 

                                                   
94 商標法第 31 条 
95 商標法第 46 条乃至第 49 条 
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第49条 
登録商標が不正に使用された商品を

輸入、陳列、所持等した場合 

商品ごとに1万シンガポー

ルドル（約80万円）96以下

の罰金 

及び／又は 

5年以下の拘禁 

 

 

 （８）シンガポール消費者保護法（”Consumer Protection (Trade Description and Safety 

Requirements) Act (Chapter 53)” 以下、本章において「消費者保護法」という。）に基づ

く罰則 

 消費者保護法は、取引又は事業の過程において、商品に、品質、生産方法、原材料、目

的、生産地又は生産日等に関して誤表示を付すこと又は誤表示が付いた商品の販売を行う

ことを禁止しており97、これに違反した場合には 1 万シンガポールドル（約 80 万円）以下

の罰金及び／又は 2 年以下の懲役を科している98。そのため、誤表示等を発見した場合には

所轄官庁であるシンガポール通商産業省（”the Ministry of Trade and Industry Singapore”）

に対して、誤表示等を行っている者を告発することも考えられる。 

 

  

                                                   
96 上限は 10 万シンガポールドル（約 810 万円） 
97 消費者保護法第 2 条第 1 項及び第 4 条 
98 消費者保護法第 15 条 
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第６章  タイ 
 

 

調査事項Ⅰ 日本の地名等の商標登録の有無 

 

  １．商標名別検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた調査の結果、「日本の地名等」と商標名が同一又は類似す

る登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業（タ

イ企業を含む）であると考えられるものは、都道府県名について以下の 15 の名称、政令指

定都市名について以下の 9 の名称、地域団体商標について以下の 8 の名称、機構が指定す

る地名について以下の 9 つの名称、地理的表示について以下の 2 つの名称において確認さ

れた。なお、登録商標が確認されたものは太字で示し、出願係属中商標のみが確認された

ものについては下線を付している。検索結果の詳細については別紙 5 を参照されたい。 

 

＜都道府県名＞ 

東京、大阪、北海道、秋田、千葉、富山、石川、長野、三重、奈良、徳島、

香川、高知、佐賀、大分 

＜政令指定都市名＞ 

札幌、仙台、横浜、千葉、川崎、大阪、名古屋、堺、神戸 

＜地域団体商標＞ 

豊後牛、飛騨牛、鹿児島黒牛、神戸ビーフ、神戸牛、神戸肉、但馬ビーフ、

宇治茶 

＜機構が指定する地名＞ 

日本、関東、近畿、関西、梅田、渋谷、原宿、銀座、富良野 

＜地理的表示＞ 

神戸ビーフ、但馬牛 

 

  ２．言語別検索結果 

 「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出

願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業であると考えられるものについて、言語別の

件数は以下のとおりである。括弧内の数字はステータスが「Registered」になっている登録

商標の件数を示す。なお、SAEGIS のデータベースでは、外国語商標であってもその英訳

が知的財産庁の公報等に記載されている限り、当該英訳を検索語として入力することによ

って外国語商標も検索することができる。しかし、英訳が公報等に記載されていない（又

は誤っている）場合には本調査方法によっては検索することができないため、本調査にお

いて、必ずしもタイにおける日本語商標の全てが網羅されているわけではない点に留意さ

れたい。 

 

英語のみ 82(55)件 

日本語のみ 5(3)件 

現地語のみ 11(8)件 

英語及び日本語 5(3)件 

英語及び現地語 0 件 

その他 4(3)件 

 

  ３．前回調査（2014 年度）からの推移及び考察 

 前回調査において権利化されていた「日本の地名等」の登録商標全 58 件のうち、本調査
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においては 45 件の登録が維持され、13 件が失効している。また、前回調査において出願係

属中であった「日本の地名等」の商標出願全 24 件のうち、本調査においては 11 件が登録

され、8 件が却下され、残りの 5 件が引き続き出願係属中となっている。また、2014 年以

降に出願された「日本の地名等」の商標出願は全 30 件（このうち、2 件は日本の公的機関

が出願人であると考えられる。）あり、そのうち 3 件が登録され、27 件は出願係属中となっ

ている。 

 なお、本調査及び前回調査ともに SAEGIS のデータベースを使用しているが、本調査時

においては前回調査時には収録されていなかった出願日が新たに収録されている等、デー

タベースの更新があったと考えられる収録状況の違いから、別紙 5 では前回調査以前に出

願された商標も追加している。 

 タイでは、「日本の地名等」の商標について、登録になるケースも登録にならないケース

も、ともに比較的多く確認された。また、2014 年以降に新たに出願された「日本の地名等」

の商標は 30 件と他のアセアン主要国に比べて多く、引き続き「日本の地名等」の商標出願

がなされている点に留意されたい。 

 

 

調査事項Ⅱ 第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無 

 

  １．商標名（Trade Mark Name）同一の検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名

称と商標名が同一である商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考

えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国

著名商標」と同一の商標名である商標の件数99は、133 件中 34 件であった。 

 

異なる区分を含む 

Filed 0件 

Registered 13件 

Expired 1件 

Ended 0件 

Other 28件 

 

 また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商

標」と同一の区分であり、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商

標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」

と同一商標名かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 10 件であった。 

 

同一区分のみ 

Filed 0件 

Registered 2件 

Expired 0件 

Ended 0件 

Other 9件 

 

  ２．商標名同一、かつ図形商標を除いた検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名

                                                   
99 1件の商標名に対して、ステータスの異なる複数の商標が存在している場合があるため、

各ステータスの合計値とは異なる。 
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称と商標名が同一である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標の

うち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごと

の件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみか

らなる商標の件数は、133 件中 31 件であった。 

 

異なる区分を含む 

Filed 0件 

Registered 9件 

Expired 0件 

Ended 0件 

Other 27件 

 

 また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商

標」と同一の区分である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標の

うち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごと

の件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみか

らなり、かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 9 件であった。 

 

同一区分のみ 

Filed 0件 

Registered 0件 

Expired 0件 

Ended 0件 

Other 9件 

 

 なお、ASEAN TM View にはタイにおける商標の全てが収録されているわけではなく、

また法的状況の更新に遅れがあるため、本調査によってタイにおける検索対象とした「日

本国著名商標」の全てを検索できているわけではない点に留意されたい。 

 

  ３．考察 

 タイにおいてのみ「Other」のステータスになっている商標が確認された。一方で、出願

しても登録に至らなかったと考えられる「Ended」のステータスになっている商標が一件も

確認されなかったため、「Other」のステータスになっている商標には、「Ended」のステー

タスとなっている商標が相当数含まれると推定できる。そのため、「日本国著名商標」と同

一又は類似の商標を第三者が出願しても、登録され難いと考えられる。 

 また、タイにおいては、「日本国著名商標」の名称と同一の商標が出願・登録されている

件数について、登録されていることを示す「Registered」のステータスになっている商標の

件数が他のアセアン主要国の中では最も少なかった。しかし、日本企業の名称そのものの

アルファベット表記等からなる商標も確認されており、日本企業の企業名や商品名等が第

三者によって登録される可能性については十分に留意されたい100。 

 

 

調査事項Ⅲ 地名等の商標登録に関する判例及び報道 

 

 第１章の２．調査方法で述べた範囲において、地理的表示（Geographical Indication）

                                                   
100 これらの商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商標が偶

然に日本国著名商標と同一であった可能性は否定できない。 
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の重要性を訴える報道は確認されたが、地名等の商標登録に関する判例、報道、記事は確

認されなかった。 

 

 

調査事項Ⅳ 登録商標への対抗策 

 

  １．第三者による「日本の地名等」及び「日本国著名商標」の商標登録の可否 

 タイ商標法（”Trademark Act, B.E. 2559”以下、本章において「商標法」という。）は、

商標の登録要件として以下の要件を規定している101。 

 

第6条第(1)号 識別性のある商標 

第6条第(2)号 商標法に基づいて禁止されていない商標 

第6条第(3)号 第三者の登録商標と同一又は類似していない商標 

 

 第6条第(1)号の「識別性」のある商標とは、「公衆又は消費者が商標が使用されている商

品と他の商品を区別することができる商標」を意味し102、商標法は「直接的に商品の特徴又

は品質を意味せず、かつ、大臣の告示によって定められた地理的名称でない用語」は識別

性を有していると規定している103。 

 そして、ここでいう「大臣の告示（”Ministerial Notification”）によって定められた地理

的名称」とは、国、地域、州、都市、自治体、村、島、港、海、湖、山、川等の名称、そ

の他公衆に広く認知されている地理的表示を意味している。そのため、タイにおいて、日

本の地名そのものは、商標法第6条第(1)号及び第7条第(2)号によって、商標として登録する

ことが禁止される。 

 一方、日本の地名そのものではない商標や地域団体商標は、それが地名と他の単語やマ

ーク等との結合等により他の意味を有することが証明できれば登録が認められる可能性が

ある。もっとも、商標法は、登録が認められない商標として、タイ地理的表示保護法（”Act 

on Protection of Geographical Indication, B.E. 2546” 以下、本章において「地理的表示保

護法」という。）に基づいて保護されている地理的表示を挙げているため104、登録されてい

る地理的表示と同様の商標を商標登録することはできない。更に、登録官は、出願商標の

一部について排他性又は識別性がないと判断した場合には、出願人に当該部分の排他権を

放棄（”Disclaim”）するよう命じることができる105。 

 以上のように、タイでは、日本の地名そのものは商標登録することができず、日本の地

名そのものではない商標や地域団体商標はそれが地名と他の単語やマーク等との結合によ

り他の意味を有しており、かつ、地理的表示保護法に基づいて保護されている地理的表示

と同一ではなく、（必要な場合には）その一部について排他権を放棄した場合に限り、第

三者によって商標登録される可能性がある。 

 また、商標法第 6 条乃至第 8 条の規定を満たせば、「日本国著名商標」と同一の商標も、

第三者による商標登録が認められる可能性がある。 

 

                                                   
101 商標法第 6 条 
102 商標法第 7 条 
103 商標法第 7 条第(2)号 
104 商標法第 8 条第(12)号 
105 商標法第 17 条第(1)号 
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  ２．第三者による商標登録出願又は商標登録への対抗策 

 上述のとおり、タイにおいては、「日本の地名等」や「日本国著名商標」と商標名が同一

の商標が第三者によって商標登録されるおそれがある。このような商標登録出願又は登録

商標に対しては、以下のような対抗策が考えられる。 

  （１）概要 

 

 請求権者 請求先 

異議申立 誰でも可 商標委員会 

取消請求 利害関係人 
商標委員会 

又は裁判所 

使用差止請求 

（商標法） 
登録商標の所有者 

裁判所 
損害賠償等 

（Passing Off） 

周知と認められる表示等を

有している者 

罰則 

（商標法） 
登録商標の所有者 

警察 

又は裁判所 

罰則 

（刑法） 

第三者によって、自己が取引

において使用している氏名、

マーク、その他の文字を使用

されている者又は自己の商

品等と同じ商品であると公

衆を誤認させられている者 

警察 

 

  （２）商標登録出願に対する異議申立 

 第三者による「日本の地名等」や「日本国著名商標」の商標登録出願について、当該出

願人より優先する権利を有している場合、当該商標が商標法第 6 条の登録要件を満たして

いない場合又は当該出願が商標法に違反している場合には、誰でも、出願公告より 60日間、

タイ知的財産庁（”Department of Intellectual Property”以下、本章において「知的財産庁」

という。）の登録官に異議申立の理由を記載した書面を提出することによって、当該登録出

願に対して異議を申し立てることができる106。 

 異議申立がなされた場合、商標委員会の登録官は、遅滞なく当該異議申立書の写しを出

願人に送付し、出願人は異議申立書の写しを受領してから 60 日以内に答弁書を提出しなけ

ればならない107。出願人及び異議申立人は登録官の決定に対して不服がある場合には、決定

通知書の受領日から 60 日以内に知的財産庁の商標委員会（”Trademark Board”以下「商標

委員会」という。）に審判を請求することができる108。更に委員会の決定に不服がある場合

には、商標委員会の審決通知書の受領後 90 日以内に知的財産・国際貿易裁判所（”the Central 

Intellectual Property and International Trade Court”）に訴訟を提起することができる109。 

 商標法は 2016 年 7 月に改正されており、この法改正によって異議申立期間、答弁書提出

期間、及び商標委員会への審判請求期間がそれぞれ 90 日から 60 日に変更されている点に

                                                   
106 商標法第 35 条 
107 商標法第 36 条 
108 商標法第 37 条 
109 商標法第 38 条 
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留意されたい。 

 

  （３）商標登録に対する取消請求 

 既に第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」が商標登録されている場合

で、以下に該当する場合には、利害関係人は、商標委員会又は知的財産・国際貿易裁判所

に対して、登録商標に対する取消請求を求めることができる。商標法第 61 条から第 63 条

に基づいて、商標委員会に対して取消請求を行った場合で、商標委員会の決定に不服があ

る場合には、決定の通知の受領日から 90 日以内に知的財産・国際貿易裁判所に訴訟を提起

することができる110。 

 なお、法改正により取消対象となる商標について定めた商標法 61 条第(3)号及び第(4)号

の規定が、下記のように区分を問わず、同一の特徴を有する商品に使用するものに変更さ

れている点に留意されたい。 

 

第61条 

（商標委員会） 

当該登録商標が以下に該当する場合 

 識別性を有しない場合 

 商標法第8条に定める不登録事由に該当する場合 

 区分を問わず、同一の特徴を有する商品に使用するもの

であり、第三者によって登録された他の商標と同一であ

る場合 

 区分を問わず、同一の特徴を有する商品の所有者又は生

産地に使用するものであり、公衆が混同又は誤認するお

それのあるような第三者の登録商標と類似している場合 

第62条 

（商標委員会） 
当該登録商標が公序良俗に反する場合 

第63条 

（商標委員会） 

当該登録商標の出願人が登録出願時に登録される商品に関し

てその商標を使用する意図がなく、実際に当該商品に関して

その商標の使用がなかった場合又は登録される商品に関して

その商標が3年間使用されていない場合111
  

第66条 

（裁判所） 

当該登録商標が、特定の商品又は区分に関して、公衆から見

て商標としての意味を失うほど、取引通念上一般名称となっ

た場合 

第67条 

（裁判所） 

当該登録商標の権利者よりも優先権を有している場合で、登

録から5年以内の場合 

 

  （４）商標法に基づく使用差止請求 

 上述した商標登録出願に対する異議申立及び登録商標に対する取消請求に加え、第三者

の登録商標を偽造、模倣、又は偽造・模倣品の密輸等を行っている場合又は行おうとして

いる明白な証拠がある場合には、当該登録商標の所有者は、商標法に基づき、知的財産・

国際貿易裁判所に対して、その行為の中止又は留保を請求することができる112。もっとも、

                                                   
110 商標法第 65 条 
111 登録商標の権利者が「善意使用の意思」を有していれば取消しを免れることができるた

め、不使用の立証が難しく取消しが認められるのは稀である。 
112 商標法第 116 条 
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使用差止請求は登録商標に対する侵害について認められるため、タイにおいて、「日本の地

名等」や「日本国著名商標」について商標登録を行っている者が商標法に基づく使用差止

請求を行うことができる。 

 

  （５）Passing Off に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等 

 また、上述した商標法に基づく使用差止請求に加え、以下の要件を満たす場合には

Passing Off（詐称通用）に基づいて損害賠償や使用差止等を求める民事訴訟を知的財産・

国際貿易裁判所に提起することができる。この点、当該請求を求める者（原告）が紛争の

対象となっている商標に関連した登録商標を有していない場合には下記の要件を立証でき

れば、Passing Off に基づく損害賠償請求や使用差止請求を行うことができる。 

 

①  原告の表示等が周知であること 

②  
被告の表示等が公衆に誤認・混同させるほど原告の表示等に類似して

いること 

③  当該表示を使用した商品・役務が類似していること 

④  被告が不正の意図を有していること 

 

  （６）商標法上の罰則 

 更に、商標法では、第三者の登録商標を偽造した者又は偽造品を密輸等した者には 4 年

以下の禁錮及び／又は 40 万バーツ（約 130 万円）以下の罰金を113、第三者の登録商標を模

倣した者又は模倣品を密輸等した者には 2 年以下の禁錮及び／又は 20 万バーツ（約 65 万

円）以下の罰金を科すと規定されている114。更にまた、法改正により、第三者の登録商標

を表示した容器又はパッケージを公衆に誤認させるために自ら又は他人の商品に使用する

者には 4 年以下の禁錮及び／又は 40 万バーツ（約 130 万円）の罰金を科すと規定されてい

る115。 

 そのため、これらの行為を発見した場合には、警察又は裁判所に対して告発することも

考えられる。もっとも、登録商標に対する偽造等が行われている場合に罰則を科すとされ

ているため、タイにおいて、「日本の地名等」や「日本国著名商標」について商標登録を行

っている者が警察又は裁判所に対する告発を行うことができる。 

 

  （７）タイ刑法（”Penal Code” 以下、本章において「刑法」という。）上の罰則 

 商標法に基づく罰則に加え、刑法により、第三者が取引において使用している氏名、マ

ーク、その他の文字を使用した場合又は第三者の商品等と同じ商品であると公衆を誤認さ

せた場合には、1 年以下の懲役及び／又は 2,000 バーツ（約 6,500 円）以下の罰金が科され

る116。そのため、警察に対して、虚偽表示等を行っている者を告発することが考えられる。 

  

                                                   
113 商標法第 108 条及び第 110 条 
114 商標法第 109 条及び第 110 条 
115 商標法第 109/1 条 
116 刑法第 272 条 
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第７章  ベトナム 
 

 

調査事項Ⅰ 日本の地名等の商標登録の有無 

 

  １．商標名別検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた調査の結果、「日本の地名等」と商標名が同一又は類似す

る登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業（ベ

トナム企業を含む）であると考えられるものは、都道府県名について以下の 13 の名称、政

令指定都市名について以下の 7 の名称、地域団体商標について以下の 6 の名称、機構が指

定する地名について以下の 6 つの名称、地理的表示について以下の 2 つの名称において確

認された。なお、登録商標が確認されたものは太字で示し、出願係属中商標のみが確認さ

れたものについては下線を付している。検索結果の詳細については別紙 6 を参照されたい。 

 

＜都道府県名＞ 

東京、大阪、秋田、群馬、千葉、富山、長野、愛知、三重、奈良、香川、

高知、佐賀 

＜政令指定都市名＞ 

仙台、千葉、横浜、川崎、大阪、堺、神戸 

＜地域団体商標＞ 

近江牛、神戸ビーフ、神戸牛、神戸肉、但馬ビーフ、但馬牛 

＜機構が指定する地名＞ 

日本、四国、九州、関西、小樽、富良野 

＜地理的表示＞ 

神戸ビーフ、但馬牛 

 

  ２．言語別検索結果 

 「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出

願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業であると考えられるものについて、言語別の

件数は以下のとおりである。なお、SAEGIS のデータベースでは、外国語商標であっても

その英訳が知的財産庁の公報等に記載されている限り、当該英訳を検索語として入力する

ことによって外国語商標も検索することができる。しかし、英訳が公報等に記載されてい

ない（又は誤っている）場合には本調査方法によっては検索することができないため、本

調査において、必ずしもベトナムにおける日本語商標の全てが網羅されているわけではな

い点に留意されたい。 

 なお、日本語のみの登録商標の件数が0件となっているが、ベトナムでは、アルファベッ

トでない外国語商標は、その他の成分や図形との結合や広範な使用によって識別性を有す

る場合を除き、識別性がないものとして登録することができないため117、日本語のみの商標

は多くはないものと考えられる。 

 

英語のみ 56(24)件 

日本語のみ 6(0)件 

現地語のみ 0 件 

英語及び日本語 1(0)件 

英語及び現地語 0 件 

                                                   
117 産業財産権に関する省令（01/2007/TT-BKHCN）第 39.3 条参照 
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その他 0 件 

 

 

  ３．前回調査（2014 年度）からの推移及び考察 

 前回調査において権利化されていた「日本の地名等」の登録商標全 18 件のうち、本調査

においては 17 件の登録が維持され、1 件が失効している。また、前回調査において出願係

属中であった「日本の地名等」の商標出願全 40 件のうち、本調査においては 2 件が登録さ

れ、38 件が却下されている。また、2014 年以降に出願された「日本の地名等」の商標出願

は全 35 件（このうち、7 件は日本の公的機関が出願人であると考えられる。）あり、そのう

ち 3 件が登録され、32 件は出願係属中となっている。 

 なお、本調査では SAEGIS のデータベースを使用し、前回調査ではベトナム国家知的財

産権局（NOIP）のデータベースを使用したことによる収録状況の違いから、別紙 6 では前

回調査以前に出願された商標も追加している。 

 ベトナムにおいて、前回調査において出願係属中であった商標出願全 40 件のうち、38

件が却下されており、「日本の地名等」の商標は登録され難いと推定できる。しかし、少数

ながら新たに登録されている「日本の地名等」の商標が存在し、引き続き「日本の地名等」

の商標出願が数多くなされている点に留意されたい。 

 

 

調査事項Ⅱ 第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無 

 

  １．商標名（Trade Mark Name）同一の検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名

称と商標名が同一である商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考

えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国

著名商標」と同一の商標名である商標の件数118は、133 件中 28 件であった。 

 

異なる区分を含む 

Filed 1件 

Registered 28件 

Expired 0件 

Ended 0件 

Other 0件 

 

 また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商

標」と同一の区分であり、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商

標のステータスごとの件数は以下の通りである。また、ステータスを問わず、「日本国著名

商標」と同一商標名かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 4 件であった。 

 

同一区分のみ 

Filed 0件 

Registered 4件 

Expired 0件 

Ended 0件 

Other 0件 

                                                   
118 1 件の商標名に対して、ステータスの異なる複数の商標が存在している場合があるため、

各ステータスの合計値とは異なる。 
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  ２．商標名同一、かつ図形商標を除いた検索結果 

 第１章の２．調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名

称と商標名が同一である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標の

うち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごと

の件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみか

らなる商標の件数は、133 件中 14 件であった。 

 

異なる区分を含む 

Filed 1件 

Registered 14件 

Expired 0件 

Ended 0件 

Other 0件 

 

 また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商

標」と同一の区分である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標の

うち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごと

の件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみか

らなり、かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 2 件であった。 

 

同一区分のみ 

Filed 0件 

Registered 2件 

Expired 0件 

Ended 0件 

Other 0件 

 

 なお、ASEAN TM View にはベトナムにおける商標の全てが収録されているわけではな

く、また法的状況の更新に遅れがあるため、本調査によってベトナムにおける検索対象と

した「日本国著名商標」の全てを検索できているわけではない点に留意されたい。 

 

  ３．考察 

 ベトナムにおいては、「Expired」、「Ended」及び「Other」のステータスになっている商

標がそれぞれ一件も確認されなかった。しかし、ベトナムにおいて「日本国著名商標」の

名称と同一の商標が一件も拒絶・放棄等されていないとは考えられず、本調査を行った時

点では、ASEAN TM View に拒絶・放棄等された商標が十分に収録されていなかったと推

定できる。そのため、ベトナムで出願された「日本国著名商標」の名称と同一商標名の件

数は、実際には上記結果よりも多いと考えられる。 

 登録されていることを示す「Registered」のステータスになっている商標の中には、日本

企業の名称そのもののアルファベット表記からなる商標も確認されており、日本企業の企

業名や商品名等が第三者によって登録される可能性については十分に留意されたい119。 

 

 

                                                   
119 これらの商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商標が偶

然に日本国著名商標と同一であった可能性は否定できない。 
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調査事項Ⅲ 地名等の商標登録に関する判例及び報道 

 

 第１章の２．調査方法で述べた範囲において、地理的表示（Geographical Indication）

の重要性を訴える報道は確認されたが、地名等の商標登録に関する判例及び報道は確認さ

れなかった。 

 

 

調査事項Ⅳ 登録商標への対抗策 

 

  １．第三者による「日本の地名等」及び「日本国著名商標」の商標登録の可否 

 ベトナム知的財産法（”Law on Intellectual Property No. 50/2005/QH11 as amended by 

Law No. 36/2009/QH12”以下、本章において「知的財産法」という。）は、以下に該当する

商標は識別性を有さず、登録できないと規定しており120、地名そのものは、以下の条項に

より識別性を有さないとして商標登録できないのが原則である。 

 

第 74条第2項(c) 

商品又は役務の説明である生産の時期、場所若しくは方法、

種類、数量、品質、性質、原材料、用途、価値又はその他

の特性を表示する商標（但し、商標登録出願前に使用を通

じて識別性を取得している商標を除く。） 

第 74 第 2 項(dd) 

商品又は役務の原産地を示す商標（但し、広く使用され、

商標として認識されている商標及び団体商標又は証明商標

として登録されている商標を除く。） 

 

 また、知的財産法は、「商品又は役務の原産地、性質、用途、品質、価値、その他の特性

について、消費者を誤解、混同、欺罔させる商標」の商標登録も禁止している121。そのため、

地名そのものではない商標や地域団体商標であっても、これらに含まれる地名がベトナム

国内において著名な地名であった場合には、消費者を誤解、混同、欺罔させる商標として、

登録が禁止される可能性が高い。もっとも、ベトナムにおいて著名ではない日本の地名を

含む商標や地域団体商標の場合には、消費者を誤解、混同、欺罔させるおそれがないもの

として、商標登録が認められるおそれがある。 

 商標法では、ベトナムにおける周知商標と同一又は混同を生じる程に類似する商標であ

って、指定商品又は役務が当該周知商標の商品又は役務と同一又は類似である場合等には、

当該商標は登録されないと規定している122。しかし、周知商標はベトナム国内において周知

と認められる必要があるため、「日本の地名等」や「日本国著名商標」がベトナム国内に

おいて周知と認められない場合には、同条項によって第三者による「日本の地名等」や「日

本国著名商標」の商標登録を防ぐことはできない。 

 

 

  ２．第三者による商標登録出願又は商標登録への対抗策 

 上述のとおり、ベトナムにおいては、「日本の地名等」や「日本国著名商標」と商標名が

同一の商標が、第三者によって商標登録されるおそれがある。このような商標登録出願又

は登録商標に対しては、以下のような対抗策が考えられる。 

                                                   
120 知的財産法第 74 条第 2 項 
121 知的財産法第 73 条第 5 項 
122 知的財産法第 4 条第 20 項及び第 74 条第 2 項 
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  （１）概要 

 

 請求権者 請求先 

異議申立 

誰でも可 国家知的財産庁 無効請求 

不使用効力終了請求 

損害賠償等 

（知的財産法） 

登録商標の所有者 

裁判所 

行政罰 

（産業財産に関する行

政上の罰則措置政令） 

科学技術省監査局 

等 

罰則 

（刑法） 
公安省警察局 

 

  （２）商標登録出願に対する異議申立 

 第三者による「日本の地名等」や「日本国著名商標」の商標登録出願に対しては、誰で

も、出願公告日から商標登録の決定日までの間、知的財産庁に異議申立の理由に関する資

料を添付し、その情報の出所を明示した書面を提出することによって、当該商標登録出願

に対して異議を申し立てることができる123。 

 異議申立がなされた場合、知的財産庁は、1 か月以内に、出願人に対して異議申立の内容

を通知し、出願人は当該通知から 1 か月以内に応答しなければならない124。更に、知的財産

庁が必要と認める場合には、当該応答の日から 1 か月以内に異議申立人に対して応答する

ことを求めることができる。なお、知的財産庁は、異議申立の意見に根拠があるか否か判

断することが困難な場合には、異議申立人に対して裁判所に提訴するよう通知することも

できる125。 

 

  （３）商標登録に対する取消請求 

 既に第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」が商標登録されている場合

で、以下に該当する場合には、登録商標の付与の日から 5 年以内に限り、誰でも、知的財

産庁に対して、当該登録商標の取消しを請求することができる126。 

 

第 96 条第 1 項(a) 
登録商標の出願人が登録を受ける権利を有さず、かつ、当該権利

の譲渡も受けていない場合 

第 96 条第 1 項(b) その登録商標が知的財産法上の保護要件を満たしていない場合 

 

 取消請求がなされた場合、知的財産庁は、当該登録商標の所有者に対して取消請求の内

                                                   
123 知的財産法第 112 条 
124 Circular No. 01/2007/TT-BKHCN（以下「Circular No. 01」という。）第 6.2 条 
125 Circular No. 01 第 6.4 条 
126 知的財産法第 96 条第 3 項及び第 5 項 
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容を通知し、所有者は当該通知から2か月以内に自己の意見を提出しなければならない127。

知的財産庁の登録官の決定に対して不服がある場合には、知的財産庁に対して審判を求め

ることができる128。 

 

  （４）知的財産法に基づく登録商標の不使用効力終了請求 

 また、登録商標が継続して 5 年以上正当な理由なく使用されていない場合には、誰でも、

知的財産庁に対して、当該登録商標の効力を終了するよう請求することができる129。そのた

め、第三者によって商標登録された「日本の地名等」や「日本国著名商標」が 5 年以上使

用されていない場合には、知的財産庁に対して、効力終了請求を行うことができる。なお、

当該請求の 3 か月前までに使用が開始又は再開されている場合には効力終了請求を求める

ことはできない130。 

 

  （５）知的財産法に基づく不正競争行為に対する損害賠償請求等 

 上述した商標登録出願に対する異議申立、登録商標に対する無効請求及び不使用効力終

了請求に加え、知的財産法は以下の行為は「不正競争行為」に該当し、このような行為を

行った者に対して損害賠償や使用差止等を求める民事訴訟を提起することができると規定

している131。 

 

第 130条第 1項(a) 
事業体、事業活動又は商品若しくは役務の出所を混同

させるような商業的表示132を使用する行為 

第 130条第 1項(b) 

商品又は役務の原産地、生産方法、用途、品質、数量、

状態又はその他の特質に関して混同させるような商業

的表示を使用する行為 

 

 もっとも、不正競争行為は、登録商標に対する行為に限定されていると解されているた

め、ベトナムにおいて、「日本の地名等」や「日本国著名商標」について商標登録を行って

いる者が不正競争行為を理由に損害賠償請求訴訟等を提起することができる。 

 

  （６）ベトナム産業財産に関する行政上の罰則措置政令（”DecreeNo. 

99/2013/ND-CPonSanctioning of Administrative Violations in Industrial Property”以下、

本章において「産業財産に関する行政上の罰則措置政令」という。）に基づく行政罰 

 また、産業財産に関する行政上の罰則措置政令は、登録商標に関して虚偽表示を行った

者に対して、50 万ベトナムドン（約 2,500 円）から 100 万ベトナムドン（約 5,000 円）の

過料を科している133。そのため、「日本の地名等」や「日本国著名商標」をベトナムにおい

て商標登録している場合には、同政令に基づいて科学技術省監査局（”Science and 

Technological Inspectorates”）、市場管理局（”Market Management Office”）又は税関当

                                                   
127 Circular No. 01 第 21.3 条(a) 
128 Circular No. 01 第 21.3 条(c) 
129 知的財産法第 95 条第 1 項(d)及び第 4 項 
130 知的財産法第 95 条第 1 項(d) 
131 知的財産法第 125 条、第 130 条第 1 項、第 198 条第 3 項及び第 202 条第 1 項 
132 「商業的表示の使用」とは、当該表示を商品自体、商品のパッケージ、役務の提供手段、

取引書類又は広告手段に付し、又は当該表示を付した商品を販売、広告、販売目的での保

管又は輸入する行為をいう（知的財産法第130条第3項） 
133 産業財産に関する行政上の罰則措置政令第 6 条第 1 項 
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局（”Custom offices”）等134に対して告発を行うこともできる。 

 

  （７）ベトナム刑法（”Penal Code No. 100/2015/QH13”以下、本章において「刑法」

という。）上の罰則 

 更に、上述の行政罰に加え、ベトナムで保護されている地名商標に対して故意に工業所

有権を侵害した者が、1 億ベトナムドン（約 50 万円）以上 3 ベトナム億ドン（約 150 万円）

未満の不正利益を得た場合等には、5000 万ベトナムドン（約 25 万円）以上 5 億ベトナム

ドン以下の罰金または 3 年以下の非拘束矯正を科すと規定されている。135また、組織的であ

る場合、2 回以上罪を犯した場合等には、5 億ベトナムドン（約 250 万円）以上 10 億ベト

ナムドン（約 500 万円）以下の罰金または 6 カ月以上 3 年以下の懲役を科すと規定されて

いる136。そのため、「日本の地名等」や「日本国著名商標」をベトナムにおいて商標登録し

ている場合で、上述の不法使用が行われている場合には、公安省警察局に対して、当該行

為を告発することも考えられる。 

 なお、2015 年の法改正により、1 回目の侵害であっても不正利益の額等に応じて罰金又

は非拘束矯正が科されるようになり、罰則が強化されている点に留意されたい。 

 

 

以 上 

  

                                                   
134 産業財産に関する行政上の罰則措置政令第 17 条第 1 項、第 3 項及び第 4 項 
135 知的財産法第 212 条及び刑法第 226 条第 1 項 
136 知的財産法第 212 条及び刑法第 226 条第 2 項 
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